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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射部と透過部とをそれぞれ有する複数の画素を含む液晶表示装置であって、
　前記画素は、
　絶縁基板上に形成されたトランジスタと、
　前記画素に渡って設けられた第１の共通電極と、
　前記反射部に渡って設けられた反射電極と、
　前記反射電極及び前記第１の共通電極上に設けられた第１の絶縁層と、
　前記反射部において前記第１の絶縁層上に設けられた第２の絶縁層と、
　前記透過部においては前記第１の絶縁層上に、前記反射部においては前記第２の絶縁層
上に設けられた、画素電極及び第２の共通電極と、
　前記画素電極及び前記第２の共通電極上に設けられた液晶材料と、を有し、
　前記画素電極は、前記トランジスタと電気的に接続され、
　前記第１の共通電極と前記反射電極との間には第３の絶縁層が設けられ、
　前記透過部においては、前記画素電極と前記第１の共通電極との間の電界、及び前記画
素電極と前記第２の共通電極との間の電界によって、前記液晶材料の傾きが制御され、
　前記反射部においては、前記画素電極と前記反射電極との間の電界、及び前記画素電極
と前記第２の共通電極との間の電界によって、前記液晶材料の傾きが制御されることを特
徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は液晶表示装置に関する。特に、視野角の広い液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
表示装置には、自発光の表示装置と非発光の表示装置とがあり、液晶表示装置は、非発光
の表示装置の最も代表的なものである。そして、液晶表示装置には、液晶の駆動方法に関
して、基板に対して垂直に電圧を印加する縦電界方式と、基板に対して概ね平行に電圧を
印加する横電界方式がある。縦電界方式と、横電界方式は、互いに利点、及び欠点を有す
る。例えば、ＴＮ方式に代表される縦電界方式に比べて、横電界方式は、広視野角、高コ
ントラスト、高中間調表示といった特性を有し、モニターやテレビ用途として使用されて
いる。このような各液晶表示装置は、液晶分野において共存しており、製品開発が行われ
ている。また横電界方式用の液晶材料、縦電界方式用の液晶材料はそれぞれ開発が行われ
、電圧の印加方向によって異なる材料特性を有する。
【０００３】
　さらに横電界方式の液晶表示装置には、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎ
ｇ）方式と、ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式がある。Ｉ
ＰＳ方式は、櫛歯状やスリットの入った画素電極と、櫛歯状やスリットの入った共通電極
とが互い違いに配置されており、画素電極と共通電極との間で、基板に概ね平行な方向の
電界を発生させて駆動する方式である（特許文献１参照）。一方、ＦＦＳ方式は、画素部
一面に形成された平面状の共通電極の上に、櫛歯状やスリットの入った画素電極が配置さ
れている。そして、画素電極と共通電極との間で、基板に概ね平行な方向の電界を発生さ
せて駆動する方式である。
【０００４】
　ＦＦＳ方式の液晶表示装置は、高透過率、広視野角、低消費電力、クロストークのない
ことが示されている（非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１０５９１８号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｕｌｔｒａ－ＦＦＳ　ＴＦＴ－ＬＣＤ　ｗｉｔｈ　Ｓｕｐｅｒ　Ｉｍａ
ｇｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｆａｓｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　Ｔｉｍｅ，　２００１　
Ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　Ｆｏｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ，　ｐｐ．
４８４－４８７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の横電界方式を代表とする横電界方式の液晶表示装置では、液晶材料にかかる電界
が十分でなかった。これは、共通電極や画素電極直上にある液晶材料に電界が上手くかか
らなかったことによる。
【０００８】
　また、ＩＰＳ方式やＦＦＳ方式のような横電界方式を用いた広視野角技術は、主にテレ
ビ向けに使用されていた。そのため、透過型に限定されていた。しかし、より消費電力を
下げる場合や、屋外でも使用したい場合には、反射型や半透過型にする必要があった。し
かし、反射型や半透過型は、ＴＮ方式に代表される縦電界方式を用いて実現されていた。
【０００９】
　そこで本発明は、横電界方式の液晶表示装置において、液晶材料にかかる電界を十分な
ものとする構成を提供することを目的とする。
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【００１０】
　また、広視野角であり、また表示画面を見る角度に依存した色味の変化が少なく、さら
に室内でも屋外でも良好に視認される画像表示をすることのできる液晶表示装置を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を鑑み本発明は、横電界方式において、１組の電極ではなく、複数組の電極を
用いて、液晶材料に電界をかけることを特徴とする。１組の電極は、櫛歯状に設けられた
共通電極と、櫛歯状に設けられた画素電極との組である。その他の組の電極は、画素部に
設けられた共通電極と、櫛歯状に設けられた画素電極との組がある。画素部に設けられた
共通電極は、薄膜トランジスタ以外の領域に渡って設けることができる。さらに、画素部
に設けられた共通電極の形状を櫛歯状としても構わない。このような液晶表示装置では、
１組の電極に加えて、その他の組の電極を用いて液晶材料にかかる電界を制御することが
できる。
【００１２】
　また、本発明の液晶表示装置は、光の透過によって表示を行う第１の部分と、光の反射
によって表示を行う第２の部分とを有することを特徴としている。さらに、液晶層には、
液晶層よりも下方に設けられた二つの液晶素子の電極の間に電位差が生じたときに電極面
と平行な方向、つまり基板と平行な面内において、回転する液晶分子を含んでいることを
特徴としている。
【００１３】
　なお、本発明において「電極面と平行な方向に回転」とは、人間の目で視認できない程
度のずれを有していても良い程度に平行な回転も含む。言い換えると、面方向のベクトル
成分を主とするが面方向のベクトル成分以外に法線方向のベクトル成分を僅かに有する回
転も「電極面と平行な方向に回転」に含まれる。
【００１４】
　液晶層８０１に含まれた液晶分子８０２は、液晶層の下方に設けられた電極８０３と電
極８０４との間に電位差が生じたときに、横方向の電界の影響により、図７７（Ａ）のよ
うな状態から図７７（Ｂ）のような状態へ、または、図７７（Ｂ）のような状態から図７
７（Ａ）のような状態へと回転する。図７７（Ａ）、図７７（Ｂ）は、断面図を示してい
る。この回転を平面上からみると図７７（Ｃ）の矢印で表される。
【００１５】
　同様に、液晶層９８０１に含まれた液晶分子９８０２は、液晶層の下方に設けられた電
極９８０３と電極９８０５との間、および、電極９８０４と電極９８０５との間に電位差
が生じたときに、横方向の電界の影響により、図１１２（Ａ）のような状態から図１１２
（Ｂ）のような状態へ、または、図１１２（Ｂ）のような状態から図１１２（Ａ）のよう
な状態へと回転する。図１１２（Ａ）、図１１２（Ｂ）は、断面図を示している。この回
転を平面上からみると図１１２（Ｃ）の矢印で表される。
【００１６】
　なお、電極８０３と電極８０４の位置関係などは、図７７に限定されない。
【００１７】
　同様に、電極９８０３と電極９８０４と電極９８０５の位置関係などは、図１１２に限
定されない。
【００１８】
　上記した第１の部分では、液晶層の下方にそれぞれ異なる層に設けられた一対の電極を
有する。第１の部分において、液晶層の下方には液晶素子の電極が２つ設けられており、
これらの電極は、それぞれ、異なる層に設けられている。そして、これらの電極のうちい
ずれか一方を反射体として機能させることによって、またはこれらの電極と重なるように
反射体を設けることによって、光を反射させる。また、第２の部分において、液晶層の下
方には液晶素子の電極が２つ設けられており、これらの電極は、いずれも透光性を有し、
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同じ層上に、若しくは絶縁層を介して異なる層上に設けられている。
【００１９】
　以下に本発明の具体的な構成を示す。
【００２０】
　本発明の一形態は、第１の共通電極と、第１の共通電極上に設けられた絶縁層と、絶縁
層上に設けられた画素電極及び第２の共通電極と、画素電極及び第２の共通電極上に設け
られた液晶材料と、を有し、画素電極と第１の共通電極との間の電界、及び画素電極と第
２の共通電極との間の電界によって、液晶材料の傾きが制御されることを特徴とする液晶
表示装置である。
【００２１】
　本発明の別形態は、絶縁基板上に形成された薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタが
有する半導体層と同一層に設けられた第１の共通電極と、第１の共通電極を覆うように設
けられた絶縁層と、絶縁層上に設けられた画素電極及び第２の共通電極と、画素電極及び
第２の共通電極上に設けられた液晶材料と、を有し、画素電極は、薄膜トランジスタによ
り制御され、第１の共通電極と、第２の共通電極とは電気的に接続され、画素電極と第１
の共通電極との間の電界、及び画素電極と第２の共通電極との間の電界によって、液晶材
料の傾きが制御されることを特徴とする液晶表示装置である。
【００２２】
　本発明の別形態は、絶縁基板上に形成された薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタが
有するソース電極及びドレイン電極と同一層に設けられた第１の共通電極と、第１の共通
電極に接続された導電層と、第１の共通電極及び導電層上に設けられた絶縁層と、絶縁層
上に設けられた画素電極及び第２の共通電極と、画素電極及び第２の共通電極上に設けら
れた液晶材料と、を有し、画素電極と第１の共通電極との間の電界、及び画素電極と第２
の共通電極との間の電界によって、液晶材料の傾きが制御されることを特徴とする液晶表
示装置である。
【００２３】
　本発明の別形態は、絶縁基板上に形成された薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタが
有する半導体層と同一層に設けられた第１の共通電極と、第１の共通電極に接続された導
電層と、第１の共通電極及び導電層上に設けられた絶縁層と、絶縁層上に設けられた画素
電極及び第２の共通電極と、画素電極及び第２の共通電極上に設けられた液晶材料と、を
有し、画素電極と第１の共通電極との間の電界、及び画素電極と第２の共通電極との間の
電界によって、液晶材料の傾きが制御されることを特徴とする液晶表示装置である。
【００２４】
　本発明の構成において、薄膜トランジスタは結晶性の半導体層を有することができる。
【００２５】
　本発明の構成において、第１の共通電極上及び薄膜トランジスタ上に設けられたパッシ
ベーション層と、パッシベーション層を介して第１の共通電極上に設けられたカラーフィ
ルターと、パッシベーション層を介して薄膜トランジスタ上に設けられたブラックマトリ
クスと、を有することができる。
【００２６】
　本発明の構成において、第１の共通電極上及び薄膜トランジスタ上に設けられたパッシ
ベーション層と、パッシベーション層を介して第１の共通電極上及び薄膜トランジスタ上
に設けられたカラーフィルターと、絶縁基板に対向して設けられた対向基板と、対向基板
に設けられたブラックマトリクスと、を有することができる。
【００２７】
　本発明の構成において、薄膜トランジスタ上に設けられたパッシベーション層と、パッ
シベーション層を介して設けられたカラーフィルターと、カラーフィルターを介して設け
られた第１の共通電極と、パッシベーション層を介して薄膜トランジスタ上に設けられた
ブラックマトリクスと、を有することができる。
【００２８】
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　本発明の別形態は、絶縁基板上に形成されたゲート電極、ゲート電極と同一層に形成さ
れた第１の共通電極と、ゲート電極及び第１の共通電極を覆って設けられた絶縁層と、絶
縁層を介して、ゲート電極上に設けられた半導体層と、半導体層に設けられたソース電極
及びドレイン電極と、ソース電極及びドレイン電極と同一層に形成され、第１の共通電極
に接して設けられた導電層と、ソース電極又はドレイン電極に接続された画素電極と、導
電層を介して、第１の共通電極と接続された第２の共通電極と、画素電極及び第２の共通
電極上に設けられた液晶材料と、を有し、画素電極と第１の共通電極との間の電界、及び
画素電極と第２の共通電極との間の電界によって、液晶材料の傾きが制御されることを特
徴とする液晶表示装置である。
【００２９】
　本発明の別形態は、絶縁基板上に形成されたゲート電極、及びゲート電極と同一層に形
成された導電層と、導電層に接して設けられた第１の共通電極と、ゲート電極及び第１の
共通電極を覆って設けられた絶縁層と、絶縁層を介して、ゲート電極上に設けられた半導
体層と、半導体層に設けられたソース電極及びドレイン電極と、ソース電極又はドレイン
電極に接続された画素電極と、導電層を介して、第１の共通電極と接続された第２の共通
電極と、画素電極及び第２の共通電極上に設けられた液晶材料と、を有し、画素電極と第
１の共通電極との間の電界、及び画素電極と第２の共通電極との間の電界によって、液晶
材料の傾きが制御されることを特徴とする液晶表示装置である。
【００３０】
　本発明の構成において、半導体層は非晶質半導体層を有することができる。
【００３１】
　本発明の構成において、第１の共通電極上に設けられたパッシベーション層と、パッシ
ベーション層を介して第１の共通電極上に設けられたカラーフィルターと、ソース電極及
びドレイン電極上に設けられたブラックマトリクスと、を有することができる。
【００３２】
　本発明の構成において、第１の共通電極上及びゲート電極上に設けられたパッシベーシ
ョン層と、ソース電極及びドレイン電極上、及びパッシベーション層を介して第１の共通
電極上に設けられたカラーフィルターと、絶縁基板に対向して設けられた対向基板と、対
向基板に設けられたブラックマトリクスと、を有することができる。
【００３３】
　本発明の構成において画素電極は櫛歯形状を有することができる。
【００３４】
　本発明の構成において、第１の共通電極は、櫛歯形状を有することができる。
【００３５】
　本発明の構成において、第２の共通電極は、櫛歯形状を有することができる。
【００３６】
　本発明の構成において、画素電極は、透光性を有する材料であってもよい。
【００３７】
　本発明の構成において、第１の共通電極は、透光性を有する材料であってもよい。
【００３８】
　本発明の構成において、第２の共通電極は、透光性を有する材料であってもよい。
【発明の効果】
【００３９】
　このような本発明により、２組以上の電極を用いて液晶材料に十分な電界をかけること
ができる。そして２組の電極間に生じる電界によって、液晶材料の傾きを制御し、階調表
示を行うことができる。
【００４０】
　また、本発明により、広視野角であり、また表示画面を見る角度に依存した色味の変化
が少なく、さらに太陽光が照らされた外界においても暗い室内（若しくは夜の屋外）にお
いても良好に視認される画像を得ることができる。
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【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１３】本発明の液晶表示装置を示した上面図である。
【図１４】本発明の液晶表示装置を示した上面図である。
【図１５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図２９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図３９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図４８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
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【図４９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図５９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図６９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７７】本発明の液晶表示装置を示した図である。
【図７８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図７９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図８９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９０】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９６】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９７】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図９８】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
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【図９９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１００】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１０１】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１０２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１０３】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１０４】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１０５】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１０６】本発明の液晶表示装置を示した図である。
【図１０７】本発明の液晶表示装置を示した図である。
【図１０８】本発明の液晶表示装置を示した図である。
【図１０９】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【図１１０】本発明の液晶表示装置を示した図である。
【図１１１】本発明を適用した電子機器の一態様について説明する図である。
【図１１２】本発明の液晶表示装置を示した断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下に、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。但し、本発明は多くの異なる
態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその
形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、実施の形態を説明するた
めの全図において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰
り返しの説明は省略する。
【００４３】
　なお、本発明において、適用可能なトランジスタの種類に限定はなく、非晶質シリコン
や多結晶シリコンに代表される非単結晶半導体膜を用いた薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）、
半導体基板やＳＯＩ基板を用いて形成されるトランジスタ、ＭＯＳ型トランジスタ、接合
型トランジスタ、バイポーラトランジスタ、有機半導体やカーボンナノチューブを用いた
トランジスタ、その他のトランジスタを適用することができる。また、トランジスタが配
置されている基板の種類に限定はなく、単結晶基板、ＳＯＩ基板、ガラス基板などに配置
することが出来る。
【００４４】
　なお、本発明において、接続されているとは、電気的に接続されていることと同義であ
る。したがって、本発明が開示する構成において、所定の接続関係に加え、その間に電気
的な接続を可能とする他の素子（例えば、別の素子やスイッチやトランジスタや容量素子
や抵抗素子やダイオードなど）が配置されていてもよい。
【００４５】
　なお、本発明において示すスイッチは、電気的スイッチであっても機械的なスイッチで
あっても良い。電流の流れを制御できるものであれば良い。トランジスタでもよいし、ダ
イオードでもよいし、それらを組み合わせた論理回路でもよい。よって、スイッチとして
トランジスタを用いる場合、そのトランジスタは、単なるスイッチとして動作するため、
トランジスタの極性（導電型）は特に限定されない。ただし、オフ電流が少ない方が望ま
しい場合、オフ電流が少ない方の極性のトランジスタを用いることが望ましい。オフ電流
が少ないトランジスタとしては、ＬＤＤ領域を設けているものや、マルチゲート構造にし
たもの等がある。また、スイッチとして動作させるトランジスタのソース端子の電位が、
低電位側電源（Ｖｓｓ、Ｖｇｎｄ、０Ｖなど）に近い状態で動作する場合はｎチャネル型
を、反対に、ソース端子の電位が、高電位側電源（Ｖｄｄなど）に近い状態で動作する場
合はｐチャネル型を用いることが望ましい。なぜなら、ゲートとソース間の電圧の絶対値
を大きくできるため、スイッチとして、機能しやすくなるからである。なお、ｎチャネル
型とｐチャネル型の両方を用いて、ＣＭＯＳ型のスイッチにしてもよい。
【００４６】
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　なお、すでに述べたように、本発明におけるトランジスタは、どのようなタイプのトラ
ンジスタでもよいし、どのような基板上に形成されていてもよい。したがって、画素を駆
動する回路が、全てガラス基板上に形成されていてもよいし、プラスチック基板に形成さ
れていてもよいし、単結晶基板に形成されていてもよいし、ＳＯＩ基板上に形成されてい
てもよいし、どのような基板上に形成されていてもよい。あるいは、画素を駆動する回路
の一部が、ある基板に形成されており、画素を駆動する回路の別の一部が、別の基板に形
成されていてもよい。つまり、画素を駆動する回路の全てが同じ基板上に形成されていな
くてもよい。例えば、画素部とゲート線駆動回路とは、ガラス基板上にＴＦＴを用いて形
成し、信号線駆動回路（もしくはその一部）は、単結晶基板上に形成し、そのＩＣチップ
をＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）で接続してガラス基板上に配置してもよい。あ
るいは、そのＩＣチップをＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）やプリント基
板を用いてガラス基板と接続してもよい。
【００４７】
　なお、画素に配置するのは、特定の素子に限定されない。画素に配置する表示素子の例
としては、ＥＬ素子（エレクトロルミネッセンス（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅ
ｎｃｅ：ＥＬ）；有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）、有機ＥＬ素子、無機ＥＬなどとも言う）やフィールドエミッ
ションディスプレイ（ＦＥＤ）で用いる素子、ＦＥＤの一種であるＳＥＤ（Ｓｕｒｆａｃ
ｅ－ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、液
晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、ＧＬＶ（グレーティングライトバルブ）プラズマディスプレ
イ（ＰＤＰ）、電子ペーパーディスプレイ、デジタルマイクロミラーデバイス（ＤＭＤ）
、圧電セラミックディスプレイなど、どのような表示素子でもよい。
【００４８】
　なお、半導体装置とは、トランジスタやダイオードなどの半導体素子を有する装置のこ
とをいう。なお、表示装置とは、液晶素子やＥＬ素子などの表示素子を有する装置のこと
を言う。なお、液晶表示装置とは、液晶素子を有する表示装置のことをいう。発光装置と
は、ＥＬ素子やＦＥＤで用いる素子などの発光素子を有する装置のことをいう。
【００４９】
　（実施の形態１）
　本発明の液晶表示装置の一態様について図７８を参照して説明する。液晶表示装置には
マトリクス状に配列された複数の画素が設けられおり、図７８には、一画素の断面構造の
一態様が示されている。
【００５０】
　図７８に示すように、光を反射させて表示を行う部分（反射部）１００１と光を透過さ
せて表示を行う部分（透過部）１００２とを有する。各々の領域において、画素電極とし
て機能する電極と、共通電極として機能する電極とを有する。
【００５１】
　画素電極として機能する電極は、櫛歯状やスリット状などになっている。一方、共通電
極として機能する電極は、平面状などになっている部分と、櫛歯状やスリット状などにな
っている部分とがある。ただし、これらの組み合わせに限定されない。
【００５２】
　そして、画素電極として機能する電極と、共通電極として機能する電極に電圧が供給さ
れ、それによって電界が生じる。その電界は、基板に平行な成分を多く含んでいる。そし
て、液晶分子は、その電界に応じて、基板と平行方向な面内で回転する。それにより、光
の透過率や反射率を制御することができ、階調を表示することが出来る。
【００５３】
　共通電極として機能する電極が複数ある場合は、絶縁層に開口部（コンタクトホール）
を開けたり、電極を重ねたりすることにより、互いに電気的に接続させることが望ましい
。
【００５４】
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　また、画素電極として機能する電極と共通電極として機能する電極とが、絶縁層を介し
て配置されている場合、その部分は、容量として機能することができる。容量は、画像信
号を保持するための保持容量として機能させることが出来る。
【００５５】
　光を反射させて表示を行う部分（反射部）１００１においては、反射電極を有しており
、反射電極で光を反射させて、表示が行われる。反射電極は、共通電極を兼ねる場合があ
り、この場合、反射電極は共通電極と接続されて、電圧が供給されている場合がある。勿
論、反射電極と、共通電極とを別々の電極とする場合もある。このように反射電極と共通
電極とが別々に存在する場合には、反射電極には電圧が供給されていなかったり、別の電
圧が供給されている場合もある。
【００５６】
　光を透過させて表示を行う部分（透過部）１００２においては、透明電極を有している
場合があり、そこで光を透過させたり、電極の隙間から光を透過させて、表示が行われる
。透明電極は、共通電極を兼ねる場合もあり、この場合、透明電極は共通電極と接続され
て、電圧が供給されている場合がある。勿論、透明電極と、共通電極とを別々の電極とす
る場合もある。このように透明電極が共通電極とは別々に存在する場合には、透明電極に
は電圧が供給されていなかったり、別の電圧が供給されている場合もある。また、透明電
極は、画素電極を兼ねる場合もある。
【００５７】
　次に、図７８の構成について述べる。反射部１００１においては、液晶素子の電極９１
０３と、液晶素子の電極９３０５とは間に絶縁層９２０４、９３０４を挟んで重なってい
る。また、透過部１００２においては、液晶素子の電極９１０３と液晶素子の電極９１０
４とは間に絶縁層９３０４を挟んで重なっている。
【００５８】
　また、反射部１００１、透過部１００２において、液晶素子の電極９１０３と液晶素子
の電極９１０５とは、互い違いとなるように交互に配置されている。
【００５９】
　液晶素子の電極９１０３、９１０５は、櫛歯状に形成されており、液晶素子の電極９３
０５、液晶素子の電極９１０４は、平面状に形成されている。ただし、これに限定されな
い。液晶素子の電極９３０５、液晶素子の電極９１０４に、スリットのような隙間があっ
たり、穴があいていたり、櫛歯状になっていてもよい。
【００６０】
　液晶素子の電極９１０３が、画素電極として機能し、液晶素子の電極９３０５、液晶素
子の電極９１０４、液晶素子の電極９１０５は、共通電極として機能する。ただし、これ
に限定されない。液晶素子の電極９１０３が、共通電極として機能し、液晶素子の電極９
３０５、液晶素子の電極９１０４、液晶素子の電極９１０５が画素電極として機能しても
よい。
【００６１】
　共通電極として機能する電極は、絶縁層にコンタクトホールを開けたり、電極を重ねた
りすることにより、各々の電極を電気的に接続されることが望ましい。
【００６２】
　液晶素子の電極９３０５は、導電性を有すると共に光を反射する材料で形成されている
。よって、反射電極として機能している。また、液晶素子の電極９１０４は、透光性を有
すると共に光を透過する材料で形成されている。よって、透明電極として機能している。
【００６３】
　液晶素子の電極９１０３、９１０５は、導電性を有すると共に光を透過する材料で形成
されていることが望ましい。なぜなら、光を透過できるため、画像を表示する部分に寄与
できるためである。ただし、液晶素子の電極９１０３、９１０５は、光を反射する材料で
形成されていてもよい。その場合は、例え、透過部１００２であっても、光を反射するた
め、反射部として機能させることが出来る。
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【００６４】
　なお、液晶素子の電極９１０３、９１０５は、同時に形成されていることが望ましい。
同時に形成することにより、プロセス工程を簡略化でき、マスク（レチクル）数を低減す
ることができ、コストを下げることが出来るためである。ただし、これに限定されず、別
々に形成してもよい。その場合、液晶素子の電極９１０３、９１０５のいずれか一方が透
過性を有し、他方が反射性を有していても良い。
【００６５】
　また、画素電極として機能する電極（液晶素子の電極９１０３）と共通電極として機能
する電極（液晶素子の電極９３０５、液晶素子の電極９１０４、液晶素子の電極９１０５
）とが、絶縁層を介して配置されている場合、その部分は、容量として機能する。よって
、画像信号を保持するための保持容量として機能させることも出来る。
【００６６】
　図７８や図７９に示すように、液晶素子の電極９１０３と液晶素子の電極９３０５、液
晶素子の電極９１０５の間に電位差が生じたとき、液晶層９３０３に含まれている液晶分
子（９３０３ａ，９３０３ｂ）は、液晶素子の電極９１０３、９３０５、９１０４の電極
面と平行な方向（つまり基板と平行な面内において）に回転し、光が、液晶層９３０３を
通る量を制御できるようになる。すなわち、光の偏光状態を制御できるようになり、基板
の外部に設けられている偏光板を通過できる光の量を制御することが出来るようになる。
図７９は、図７７（Ａ）や図１１２（Ａ）に相当し、図７９に示した液晶分子（９３０３
ａ，９３０３ｂ）も図７７（Ａ）及び（Ｂ）、図１１２（Ａ）及び（Ｂ）と同様に回転す
る。外界から液晶表示装置内に入射した光は液晶層９３０３を通った後、液晶素子の電極
９１０３や絶縁層９２０４、９３０４を透過して、液晶素子の電極９３０５において反射
した後、再び、絶縁層９２０４、９３０４や液晶素子の電極９１０３や液晶層９３０３を
通って液晶表示装置内から射出する。
【００６７】
　なお、図７９における電極９００４は、図７８における液晶素子の電極９３０５や液晶
素子の電極９１０４に相当し、図７９における絶縁層９００５は、図７８における絶縁層
９２０４や絶縁層９３０４に相当する。
【００６８】
　図７９に示したように、画素電極として機能する電極の下方や横方向や斜め方向（斜め
上方向や斜め下方向も含む）に、共通電極として機能する電極が存在することにより、領
域９００２や領域９００３において、基板に平行な電界成分が、より多く生じるようにな
る。その結果、視野角特性がさらに向上する。
【００６９】
　なお、絶縁層９２０４、９３０４は、屈折率異方性をほとんど有しないため、そこを光
が通っても、偏光状態は変化しない。
【００７０】
　なお、光を反射させて表示を行う部分（反射部）１００１や光を透過させて表示を行う
部分（透過部）１００２において、光が通る光路上にはカラーフィルターが設けられてお
り、所望の色の光に変換される。このようにして各画素から射出された光が合成されるこ
とによって画像が映し出される。
【００７１】
　よって、液晶層９３０３の上に配置される対向基板上にカラーフィルターが設けられて
いてもよいし、液晶素子の電極９１０３の上方に設けられていてもよいし、絶縁層９３０
４の中やその一部に設けられていても良い。
【００７２】
　なお、カラーフィルターと同様に、ブラックマトリクスが設けられていても良い。
【００７３】
　なお、光を反射させて表示を行う部分（反射部）１００１においては、液晶層９３０３
の中を光が２回通る。つまり、外光が対向基板側から液晶層９３０３に入り、液晶素子の
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電極９３０５で反射されて、再度、液晶層９３０３に入って、対向基板側の外に出て行く
ので、液晶層９３０３を２回通ることになる。
【００７４】
　一方、光を透過させて表示を行う部分（透過部）１００２においては、光は、液晶素子
の電極９１０４を通って液晶層９３０３に入り、対向基板から出て行く。つまり、液晶層
９３０３の中を光が１回通る。
【００７５】
　ここで、液晶層９３０３は、屈折率異方性を有しているため、液晶層９３０３を通る距
離によって、光の偏光状態が変わってくる。そのため、画像を表示する場合に、正しく表
示できなくなってしまう。そこで、光の偏光状態を調整する必要がある。そのための方法
として、光を反射させて表示を行う部分（反射部）１００１の液晶層９３０３の厚さ（い
わゆるセルギャップ）を薄くすることにより、２回通っても、距離が長くなりすぎないよ
うにすればよい。
【００７６】
　なお、絶縁層９２０４、９３０４は、屈折率異方性をほとんど有しないため、そこを光
が通っても、偏光状態は変化しない。よって、絶縁層９２０４、９３０４の有無や厚さな
どは、大きな影響は与えない。
【００７７】
　そこで、液晶層９３０３の厚さ（いわゆるセルギャップ）を薄くするために、厚さを調
整する膜を配置すればよい。図７８においては、絶縁層９２０４がそれに相当する。つま
り、光を反射させて表示を行う部分（反射部）１００１において、絶縁層９２０４は液晶
層の厚さを調整する為に設けられている層である。絶縁層９２０４を設けることによって
反射部１００１における液晶層の厚さを、透過部１００２における液晶層の厚さよりも薄
くすることが出来る。
【００７８】
　なお、反射部１００１での液晶層９３０３の厚さは、透過部１００２における液晶層９
３０３の厚さの２分の１となることが望ましい。ここで、２分の１とは、人間の目で視認
できない程度のずれを有していても良い程度のずれ量も含む。
【００７９】
　ただし、光は基板と垂直な方向、つまり法線方向のみから入射するわけではない。斜め
から入射する場合も多い。よって、それらの場合を総合して、反射部１００１と透過部１
００２とで、光の通る距離が概ね同じ程度になればよい。したがって、反射部１００１で
の液晶層９３０３の厚さは、透過部１００２における液晶層９３０３の厚さの概ね３分の
１以上、３分の２以下となることが望ましい。
【００８０】
　このように、液晶素子の電極９１０３が設けられている基板側に、厚さを調整する膜を
配置することにより、膜の形成が容易になる。つまり、液晶素子の電極９１０３が設けら
れている基板側では、様々な配線や電極や膜を形成している。従って、それらの配線や電
極や膜を用いて厚さを調整する膜を形成できるので、膜の形成する上で、困難が少なくて
すむ。また、他の機能を有する膜を同一工程により形成することも可能となるため、プロ
セス工程を簡略化でき、コストを低減することが出来る。
【００８１】
　以上のような構成を有する本発明の液晶表示装置は、広視野角であり、また表示画面を
見る角度に依存した色味の変化が少なく、さらに太陽光が照らされた外界においても暗い
室内（若しくは夜の屋外）においても良好に視認される画像を提供することができる。
【００８２】
　なお、図７８において、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４とは、同一
平面の上に配置されているが、これに限定されない。異なる平面の上に形成されていても
よい。
【００８３】
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　なお、図７８において、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４とは、離れ
て配置されているが、これに限定されない。接触させて配置されていてもよいし、同じ電
極で形成されていてもよい。また、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４と
は、電気的に接続されていてもよい。また、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９
１０５とは、電気的に接続されていてもよい。また、液晶素子の電極９１０５と液晶素子
の電極９１０４とは、電気的に接続されていてもよい。
【００８４】
　なお、図７８において、液晶層９３０３の厚さを調整するための膜として、絶縁層９２
０４が配置されているが、これに限定されない。対向基板側に液晶層９３０３の厚さを調
整するための膜が配置されていてもよい。
【００８５】
なお、液晶層９３０３の厚さを薄くするために、膜が配置されているが、逆に、液晶層９
３０３の厚さを厚くするために、所定の領域において、膜を除去するようにしてもよい。
【００８６】
　なお、反射電極は、その表面が平坦であってもよいが、凹凸を有していることが望まし
い。凹凸を有することによって、光を拡散して反射させることが出来る。その結果、光を
散らすことができるため、輝度を向上させることが出来る。
【００８７】
　なお、図８０に示すように、透過部１００２において、液晶素子の電極９１０４は、な
くても良い。
【００８８】
　その場合は、図８１に示すように、液晶素子の電極９１０５、液晶素子の電極９１０３
の間に電圧を加えて、液晶分子（９３０３ａ，９３０３ｂ）を制御する。
【００８９】
　このように、透過部１００２において、液晶素子の電極９１０４を配置しないため、そ
の分だけ、プロセス工程を簡略化でき、マスク（レチクル）数を低減することができ、コ
ストを下げることが出来る。
【００９０】
　（実施の形態２）
　実施の形態１と構成の異なる本発明の液晶表示装置の態様について説明する。なお、実
施の形態１と同じ機能を有するものについては同じ符号を用いて表す。
【００９１】
　図８２には、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４が積層しているという
点で、図７８の液晶表示装置と異なる液晶表示装置の態様が示されている。液晶素子の電
極９３０５と液晶素子の電極９１０４を共に同じ電位としたい場合、このように積層させ
電気的に接続させてもよい。
【００９２】
　なお、液晶素子の電極９３０５の下に液晶素子の電極９１０４が配置されているが、こ
れに限定されない。液晶素子の電極９３０５の上に液晶素子の電極９１０４が配置されて
いてもよい。
【００９３】
　なお、液晶素子の電極９３０５の下の全域にわたって、液晶素子の電極９１０４が配置
されているが、これに限定されない。液晶素子の電極９１０４が、液晶素子の電極９３０
５の下や上に、一部のみ配置されていてもよい。
【００９４】
　なお、液晶素子の電極９３０５の下の全域にわたって、液晶素子の電極９１０４が配置
されている場合、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４とを１枚のマスクで
形成することが可能である。通常、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４と
は、別々のマスクで形成されるが、この場合は、ハーフトーン、グレートーン等というマ
スクを作って、レジストの厚さを領域によって変えることにより、１枚のマスクで形成す
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ることが可能である。その結果、プロセス工程を簡略化でき、工程数を減らすことができ
、マスク数（レチクル数）を減らすことが出来る。そのため、コストを低減することが可
能となる。
【００９５】
　図８３では、液晶素子の電極９３０５及び液晶素子の電極９１０４のそれぞれの一部を
積層させて、両電極を電気的に接続させている液晶表示装置の態様が示されている。この
ような構成によって、両電極を電気的に接続させてもよい。
【００９６】
　なお、液晶素子の電極９３０５の上に、液晶素子の電極９１０４を配置して接触させて
いるが、これに限定されない。液晶素子の電極９１０４の上に、液晶素子の電極９３０５
を配置して接触させてもよい。
【００９７】
　このように、液晶素子の電極９３０５の上の多くの領域において、液晶素子の電極９１
０４を上に配置しないことにより、そこでの光の損失を低減することが出来る。
【００９８】
　図８４では、液晶素子の電極９３０５及び液晶素子の電極９１０４は、絶縁層９３０６
を挟んで異なる層に設けられている。このように、液晶素子の電極９３０５、９１０４は
それぞれ異なる層に設けられていてもよい。
【００９９】
　このように、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４とを異なる層に配置す
ることにより、反射部１００１における液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０
３との距離と、透過部１００２における液晶素子の電極９１０４と液晶素子の電極９１０
３との距離とを、概ね同程度にすることが出来る。そのため、反射部１００１と透過部１
００２とにおいて、電極の間隔を同程度にすることが出来る。電界のかかり方や強度は、
電極間の距離によって変化するため、電極の間隔を同程度とすることにより、反射部１０
０１と透過部１００２とにおいて、液晶層９３０３に加わる電界も同程度にすることが出
来るため、液晶分子の制御を正確に行うことが出来る。また、反射部１００１と透過部１
００２とで、液晶分子の回転度合いが概ね等しくなるので、透過型として表示・閲覧する
場合と、反射型として表示・閲覧する場合とで、概ね等しい階調として画像を閲覧するこ
とが出来る。
【０１００】
なお、液晶素子の電極９１０４は、液晶素子の電極９３０５の下方の領域全体に配置され
ているが、これに限定されない。液晶素子の電極９１０４は、少なくとも、透過部１００
２に配置されていればよい。
【０１０１】
　なお、絶縁層９３０６にコンタクトホールを形成し、液晶素子の電極９１０４と液晶素
子の電極９３０５とを接続させてもよい。
【０１０２】
　図８５には、液晶素子の電極９３０５の方が液晶素子の電極９１０４よりも下層（液晶
層９３０３よりも遠い方）に設けられている点で図８４の液晶表示装置と異なる液晶表示
装置の態様が示されている。
【０１０３】
　なお、液晶素子の電極９１０４は、反射部１００１にも形成されているが、これに限定
されない。少なくとも、透過部１００２に配置されていればよい。
【０１０４】
　なお、液晶素子の電極９１０４が反射部１００１にも形成されている場合、反射部１０
０１においても、液晶素子の電極９１０４と液晶素子の電極９１０３の間の電圧によって
、液晶層９３０３を制御することになる。その場合は、液晶素子の電極９３０５は、反射
電極としてのみ機能することとなり、反射部１００１における共通電極は液晶素子の電極
９１０４が役割を担うこととなる。
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【０１０５】
　したがって、その場合、液晶素子の電極９３０５に供給される電圧は任意となる。液晶
素子の電極９１０４と同じ電圧を供給してもよいし、液晶素子の電極９１０３と同じ電圧
を供給してもよい。その場合、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４との間
で容量素子が形成されたこととなり、画像信号を保持するための保持容量として機能させ
ることも出来る。
【０１０６】
　なお、絶縁層９３０６にコンタクトホールを形成し、液晶素子の電極９１０４と液晶素
子の電極９３０５とを接続させてもよい。
【０１０７】
　図８６には、絶縁層９３０４上に、反射部１００１の液晶素子の電極９３０５と透過部
１００２の液晶素子の電極９１０３、９１０５が形成されている。そして、絶縁層９２０
４が、液晶素子の電極９３０５の上に形成され、その上に、反射部の液晶素子の電極９１
０３、９１０５が形成されている。液晶素子の電極９１０４は、絶縁層９３０４の下に形
成されている。
【０１０８】
　なお、液晶素子の電極９１０４は、反射部１００１にも形成されているが、これに限定
されない。少なくとも、透過部１００２に配置されていればよい。
【０１０９】
　なお、絶縁層９３０４にコンタクトホールを形成し、液晶素子の電極９１０４と液晶素
子の電極９３０５とを接続させてもよい。
【０１１０】
なお、図９３に示すように、透過部１００２において、液晶素子の電極９１０４は、なく
ても良い。
【０１１１】
その場合は、図８１に示すように、液晶素子の電極９１０５、液晶素子の電極９１０３の
間に電圧を加えて、液晶分子（９３０３ａ，９３０３ｂ）を制御する。
【０１１２】
このように、透過部１００２において、液晶素子の電極９１０４を配置しないため、その
分だけ、プロセス工程を簡略化でき、マスク（レチクル）数を低減することができ、コス
トを下げることが出来る。
【０１１３】
なお、図７８から図８６、図９３において、電極の表面には、凹凸は記載していなかった
が、液晶素子の電極９１０３、液晶素子の電極９３０５、液晶素子の電極９１０４、液晶
素子の電極９１０５に関して、その表面が平坦であることに限定されない。表面に凹凸を
有していても良い。
【０１１４】
また、図７８から図８６、図９３において、絶縁層９２０４，９３０４、９３０６の表面
には、凹凸は記載していなかったが、絶縁層９２０４，９３０４、９３０６に関して、そ
の表面が平坦であることに限定されない。表面に凹凸を有していても良い。
【０１１５】
　なお、反射電極の表面に、大きな凹凸を多く設けることにより、光を拡散させることが
できる。その結果、表示装置の輝度を向上させることが出来る。そこで、図７８から図８
６、図９３に示した反射電極や透明電極（液晶素子の電極９３０５、液晶素子の電極９１
０４）は、表面に凹凸があってもよい。
【０１１６】
　なお、反射電極の表面の凹凸の形状は、出来るだけ光が拡散されやすくなっていればよ
い。
【０１１７】
　透過部１００２においては、電界のかかり方が乱れないようにするため、透明電極に凹
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凸がない方が望ましい。ただし、凹凸があっても、表示に影響がなければ問題ない。
【０１１８】
　図７８において反射電極の表面に凹凸がある場合の図を図８７に示し、図８２において
反射電極の表面に凹凸がある場合の図を図８８、図８９に示し、図８３において反射電極
の表面に凹凸がある場合の図を図９０に示し、図８４において反射電極の表面に凹凸があ
る場合の図を図９１に示し、図８５において反射電極の表面に凹凸がある場合の図を図９
２に示す。
【０１１９】
　よって、図７８から図８６、図９３において、反射電極の表面に凹凸がない場合に述べ
た内容は、図８６から図９２の場合にも適用できる。
【０１２０】
　図８７には、液晶素子の電極９３０５の下方にｃｏｎｖｅｘ形の散乱体９３０７が設け
られているという点で図７８の液晶表示装置と異なる液晶表示装置の態様が示されている
。このようにｃｏｎｖｅｘ形の散乱体を設け、液晶素子の電極９３０５の表面に凹凸を設
けることによって、光を散乱させることができ、光の反射に起因したコントラストの低下
や、映り込みを防ぐことができ、輝度を向上させることが出来る。
【０１２１】
　なお、散乱体９３０７の形状は、出来るだけ光が拡散されやすくなっていることが望ま
しい。ただし、その上に電極や配線を配置する場合があるため、電極や配線が断線してし
まわないような、滑らかな形状が望ましい。
【０１２２】
　図８９には、液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４が積層しているという
点で、図８８の液晶表示装置と異なる液晶表示装置の態様が示されている。
【０１２３】
　液晶素子の電極９１０４と液晶素子の電極９３０５とを密着させる面積が多いため、接
触抵抗を低くすることが出来る。
【０１２４】
　図９０には、散乱体９２０３が液晶素子の電極９３０５と液晶素子の電極９１０４との
間に設けられているという点で、図８９の液晶表示装置と異なる液晶表示装置の態様が示
されている。
【０１２５】
　液晶素子の電極９１０４を形成した後に、散乱体９２０３を形成するため、反射部１０
０１において、液晶素子の電極９１０４を平坦にすることが出来る。
【０１２６】
　図９０には、液晶素子の電極９３０５の下方にｃｏｎｖｅｘ形の散乱体９２０３が設け
られているという点で図８３の液晶表示装置と異なる液晶表示装置の態様が示されている
。
【０１２７】
　図９１には、絶縁層９３０６の表面の一部に凹凸を有するという点で図８４の液晶表示
装置と異なる液晶表示装置の態様が示されている。このような絶縁層９３０６の形状を反
映して液晶素子の電極９３０５の表面に凹凸が設けられる。
【０１２８】
　図９２には、液晶素子の電極９３０５の下に、表面の一部に凹凸を有する絶縁層９３０
８を設けることによって液晶素子の電極９３０５の表面に凹凸が設けられているという点
で、図８５の液晶表示装置と異なる液晶表示装置の態様が示されている。
【０１２９】
　これまで、図７８から図９３において、液晶層９３０３の厚さを調整する膜は、液晶素
子の電極９１０３の下に形成されていたが、これに限定されない。図９４に示すように、
液晶素子の電極９１０３、９１０５の上に、液晶層９３０３の厚さを調整する絶縁層９２
０４が配置されていてもよい。
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【０１３０】
　なお、このとき、図９５に示すように、透過部１００２において、液晶素子の電極９１
０４は、なくても良い。
【０１３１】
　その場合は、図８１に示すように、液晶素子の電極９１０５、液晶素子の電極９１０３
の間に電圧を加えて、液晶分子（９３０３ａ，９３０３ｂ）を制御する。
【０１３２】
　このように、透過部１００２において、液晶素子の電極９１０４を配置しないため、そ
の分だけ、プロセス工程を簡略化でき、マスク（レチクル）数を低減することができ、コ
ストを下げることが出来る。
【０１３３】
　ここで、図９４は、図７８に対応するものである。図８２から図９２の場合においても
、図９４と同様、液晶素子の電極９１０３の上に、液晶層９３０３の厚さを調整する絶縁
層９２０４を配置することが出来る。
【０１３４】
　これまで、図７８から図９４の中の多くの図において、液晶層９３０３の厚さを調整す
る膜は、液晶素子の電極９１０３が形成されている基板側に配置されていたが、これに限
定されない。対向基板側に配置されていてもよい。
【０１３５】
　対向基板側に、液晶層９３０３の厚さを調整する膜を配置することにより、液晶素子の
電極９１０３を、反射部１００１と透過部１００２において、同一平面上に配置すること
が可能となる。そのため、画素電極と共通電極との距離が、反射部１００１と透過部１０
０２とで、概ね等しくすることが可能となる。電界のかかり方や強度は、電極間の距離に
よって変化するため、電極の間隔を同程度とすることにより、反射部１００１と透過部１
００２とにおいて、液晶層９３０３に加わる電界も同程度にすることが出来るため、液晶
分子の制御が正確に行うことが出来る。また、反射部１００１と透過部１００２とで、液
晶分子の回転度合いが概ね等しくなるので、透過型として表示・閲覧する場合と、反射型
として表示・閲覧する場合とで、概ね等しい階調として画像を閲覧することが出来る。
【０１３６】
　また、液晶層９３０３の厚さを調整する膜があると、その近傍において、液晶分子の配
向状態が乱れてしまう可能性があり、ディスクリネーションなどの不良を生んでしまう可
能性がある。しかし、対向基板上に液晶層９３０３の厚さを調整する膜を配置することに
より、対向基板９２０２を液晶素子の電極９１０３から離すことができるので、液晶層に
かかる電界が弱くなるために液晶分子の配向状態が乱れ、見にくくなってしまうことを防
ぐことが出来る。
【０１３７】
　また、対向基板は、カラーフィルターやブラックマトリクスなどを形成するだけなので
、工程数が少ない。よって、対向基板９２０２に液晶層９３０３の厚さを調整する膜を形
成しても、歩留まりを低下させにくくなる。仮に、不良が出ても、工程数が少なく、コス
トも安いので、製造コストが無駄になる量を少なくすることが出来る。
【０１３８】
　なお、対向基板９２０２に液晶層９３０３の厚さを調整する膜を形成する場合、厚さ調
整膜の中に、光を拡散させて輝度を向上させることができるように散乱材として機能する
粒子を含ませてもよい。粒子は、ギャップ調整膜を構成している基材（例えばアクリル樹
脂など）と屈折率が異なると共に、透光性を有する樹脂材料から成る。このように粒子を
含ませることによって、光を散乱させることができ、表示画像のコントラスト、輝度も向
上する。
【０１３９】
　そこで、図７８において対向基板に厚さ調整膜がある場合の図を図９６に示し、図８２
において対向基板に厚さ調整膜がある場合の図を図９７に示し、図８３において対向基板
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に厚さ調整膜がある場合の図を図９８に示し、図８４において対向基板に厚さ調整膜があ
る場合の図を図９９に示し、図８５において対向基板に厚さ調整膜がある場合の図を図１
００に示し、図８０において対向基板に厚さ調整膜がある場合の図を図１０１に示す。
【０１４０】
　よって、図７８から図８６において述べた内容は、図９６から図１０１の場合にも適用
できる。
【０１４１】
　図９６には、液晶層９３０３の厚さを調整する為の絶縁層９２０１が液晶層９３０３を
挟んで、液晶素子の電極９１０３と反対側に設けられており、さらに、液晶素子の電極９
１０３が絶縁層９３０４上に設けられているという点で図７８の液晶表示装置と異なる液
晶表示装置の態様が示されている。
【０１４２】
　図９７には、液晶層９３０３の厚さを調整する為の絶縁層９２０１が液晶層９３０３を
挟んで、液晶素子の電極９１０３と反対側に設けられており、さらに、液晶素子の電極９
１０３が絶縁層９３０４上に設けられているという点で図８２の液晶表示装置と異なる液
晶表示装置の態様が示されている。
【０１４３】
　図９８には、液晶層９３０３の厚さを調整する為の絶縁層９２０１が液晶層９３０３を
挟んで、液晶素子の電極９１０３と反対側に設けられており、さらに、液晶素子の電極９
１０３が絶縁層９３０４上に設けられているという点で図８３の液晶表示装置と異なる液
晶表示装置の態様が示されている。
【０１４４】
　図９９には、液晶層９３０３の厚さを調整する為の絶縁層９２０１が液晶層９３０３を
挟んで、液晶素子の電極９１０３と反対側に設けられており、さらに、液晶素子の電極９
１０３が絶縁層９３０４上に設けられているという点で図８４の液晶表示装置と異なる液
晶表示装置の態様が示されている。
【０１４５】
　図１００には、液晶層９３０３の厚さを調整する為の絶縁層９２０１が液晶層９３０３
を挟んで、液晶素子の電極９１０３と反対側に設けられており、さらに、液晶素子の電極
９１０３が絶縁層９３０４上に設けられているという点で図８７の液晶表示装置と異なる
液晶表示装置の態様が示されている。
【０１４６】
　図１０１には、液晶層９３０３の厚さを調整する為の絶縁層９２０１が液晶層９３０３
を挟んで、液晶素子の電極９１０３と反対側に設けられており、さらに、液晶素子の電極
９１０３が絶縁層９３０４上に設けられているという点で図８０の液晶表示装置と異なる
液晶表示装置の態様が示されている。
【０１４７】
　なお、図９６から図１０１までにおいて、電極の表面には、凹凸は記載していなかった
が、液晶素子の電極９１０３、液晶素子の電極９３０５、液晶素子の電極９１０４、液晶
素子の電極９１０５に関して、その表面が平坦であることに限定されない。表面に凹凸を
有していても良い。
【０１４８】
　また、図９６から図１０１までにおいて、絶縁層９２０１、絶縁層９３０４、絶縁層９
３０６の表面には、凹凸は記載していなかったが、絶縁層９２０１、絶縁層９３０４、絶
縁層９３０６などに関して、その表面が平坦であることに限定されない。表面に凹凸を有
していても良い。
【０１４９】
　なお、反射電極の表面に、大きな凹凸を多く設けることにより、光を拡散させることが
できる。その結果、表示装置の輝度を向上させることが出来る。そこで、図９６から図１
０１に示した反射電極や透明電極（液晶素子の電極９３０５、液晶素子の電極９１０４）
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は、表面に凹凸があってもよい。
【０１５０】
　なお、反射電極の表面の凹凸の形状は、出来るだけ光が拡散されやすくなっていればよ
い。
【０１５１】
　透過部１００２においては、液晶層における電界のかかり方が乱れないようにするため
、透明電極に凹凸がない方が望ましい。ただし、凹凸があっても、表示に影響がなければ
問題ない。
【０１５２】
　なお、これは、図７８から図８６に対して、凹凸のある場合を示した図８７から図９２
と同等である。つまり、図９６から図１０１に対して、反射電極の表面に凹凸があっても
よい。そこで図９６に対して、凹凸がある場合の例を、図１０２に示す。また、図９７か
ら図１０１に対しても、同様に適用させることができる。
【０１５３】
　なお、図９６において、反射電極の表面に凹凸がない場合に述べた内容は、図１０２の
場合にも適用できる。
【０１５４】
　図１０２には、液晶層９３０３の厚さを調整する為の絶縁層９２０１が液晶層９３０３
を挟んで、液晶素子の電極９１０３と反対側に設けられており、さらに、液晶素子の電極
９１０３が絶縁層９３０４上に設けられているという点で図９６の液晶表示装置と異なる
液晶表示装置の態様が示されている。
【０１５５】
　これまで、図７８から図１０２において、液晶層９３０３の厚さを調整する膜は、液晶
素子の電極９１０３が形成されている基板側や対向基板側に配置されていた場合があるが
、これに限定されない。液晶層９３０３の厚さを調整する膜自体が配置されていなくても
よい。その場合を図１０３に示す。図１０３は、図７８、図９６に対応するものである。
図７８、図９６以外の場合の図７９から図９５、図９７から図１０２の場合においても、
図１０３と同様、液晶層９３０３の厚さを調整する膜自体が配置されていなくてもよい。
【０１５６】
　液晶層９３０３の厚さを調整する膜自体が配置されていない場合は、反射部と透過部と
で、光が液晶層を通る距離が異なってくる。したがって、光の偏光状態を変化させるもの
、例えば、位相差板（λ／４板など）や屈折率異方性を有する材料（液晶など）を光が通
る経路に配置することが望ましい。例えば、対向基板の液晶層と接しない側で、偏光板と
対向基板との間に、位相差板を配置することにより、反射部と透過部とで、同様な光の透
過状態を作ることが出来る。
【０１５７】
　なお、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、透過部１００２において
、液晶素子の電極９１０３は、同じ平面の上に形成されていた場合があるが、これに限定
されない。液晶素子の電極９１０３が、各々異なる平面の上に形成されていてもよい。
【０１５８】
　なお、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、透過部１００２において
、液晶素子の電極９１０５は、同じ平面の上に形成されていた場合があるが、これに限定
されない。液晶素子の電極９１０３が、各々異なる平面の上に形成されていてもよい。
【０１５９】
　同様に、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、反射部１００１におい
て、液晶素子の電極９１０３は、同じ平面の上に形成されていた場合があるが、これに限
定されない。液晶素子の電極９１０３が、各々異なる平面の上に形成されていてもよい。
【０１６０】
　同様に、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、反射部１００１におい
て、液晶素子の電極９１０５は、同じ平面の上に形成されていた場合があるが、これに限
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定されない。液晶素子の電極９１０３が、各々異なる平面の上に形成されていてもよい。
【０１６１】
　なお、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、反射部１００１において
、液晶素子の電極９３０５や液晶素子の電極９１０４は、平面状で配置されていた場合が
あるが、これに限定されない。櫛歯状や、スリットや隙間があるような形状でもよい。
【０１６２】
　なお、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、透過部１００２において
、液晶素子の電極９１０４は、平面状で配置されていた場合があるが、これに限定されな
い。櫛歯状や、スリットや隙間があるような形状でもよい。
【０１６３】
　なお、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、反射部１００１において
、液晶素子の電極９３０５や液晶素子の電極９１０４は、液晶素子の電極９１０３の下側
に配置されていた場合があるが、これに限定されない。櫛歯状や、スリットや隙間がある
ような形状であれば、液晶素子の電極９１０３と同じ平面上であったり、液晶素子の電極
９１０３よりも上方に配置されていてもよい。
【０１６４】
　なお、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、反射部１００１において
、液晶素子の電極９３０５や液晶素子の電極９１０４は、液晶素子の電極９１０５の下側
に配置されていた場合があるが、これに限定されない。櫛歯状や、スリットや隙間がある
ような形状であれば、液晶素子の電極９１０５と同じ平面上であったり、液晶素子の電極
９１０５よりも上方に配置されていてもよい。
【０１６５】
　なお、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、透過部１００２において
、液晶素子の電極９３０５や液晶素子の電極９１０４は、液晶素子の電極９１０３の下側
に配置されていた場合があるが、これに限定されない。櫛歯状や、スリットや隙間がある
ような形状であれば、液晶素子の電極９１０３と同じ平面上であったり、液晶素子の電極
９１０３よりも上方に配置されていてもよい。
【０１６６】
　なお、図７８から図１０３までや、これまでの説明において、透過部１００２において
、液晶素子の電極９３０５や液晶素子の電極９１０４は、液晶素子の電極９１０５の下側
に配置されていた場合があるが、これに限定されない。櫛歯状や、スリットや隙間がある
ような形状であれば、液晶素子の電極９１０５と同じ平面上であったり、液晶素子の電極
９１０５よりも上方に配置されていてもよい。
【０１６７】
　なお、図７８から図１０３までや、それらの図の組み合わせなど、これまでに述べてき
た構成において、液晶層９３０３の上に配置される対向基板上にカラーフィルターが設け
られていてもよいし、液晶素子の電極９１０３の設けられた基板に設けられていてもよい
。
【０１６８】
　例えば、絶縁層９３０４、９２０４，９３０６、９３０８などに関して、その中やその
一部にカラーフィルターが設けられていても良い。
【０１６９】
　なお、カラーフィルターと同様に、ブラックマトリクスが設けられていても良い。もち
ろん、カラーフィルターとブラックマトリクスの両方が設けられていてもよい。
【０１７０】
　このように、絶縁層をカラーフィルターやブラックマトリクスとすることにより、材料
費を節約することが出来る。
【０１７１】
　また、液晶素子の電極９１０３の設けられた基板にカラーフィルターやブラックマトリ
クスなどを配置することにより、対向基板との位置合わせのマージンが向上する。
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【０１７２】
　なお、液晶素子の電極の位置や種類や形状、絶縁層の位置や形状などは、様々な形態を
とることが出来る。つまり、ある図の液晶素子の電極の位置と、別の図の絶縁層の位置と
を組み合わせることにより、さまざまな形態をとることが出来る。例えば、図７９におけ
る液晶素子の電極９３０５の形状を凹凸状にしたものを図８８に示し、図７９における液
晶素子の電極９１０４の位置と形状を変更したものを図８７に示す。これまで述べた図に
おいて、各々の部分に関して、各々を組み合わせることにより、非常に多くの図を構成さ
せることが出来る。
【０１７３】
　（実施の形態３）
　実施の形態１から２においては、反射部と透過部とを有する場合、つまり、半透過型の
場合について述べた。ただし、これに限定されない。
【０１７４】
　液晶素子の電極９３０５、液晶素子の電極９１０４のいずれか一方を除去し、他方を全
面に配置することにより、反射型や透過型にすることが出来る。
【０１７５】
　液晶素子の電極９３０５を除去し、液晶素子の電極９１０４を全面に配置した場合は透
過型となる。屋内で使用する場合は、透過型を用いることにより、開口率が高くなるため
、明るい、綺麗な表示を行うことが出来る。
【０１７６】
　液晶素子の電極９１０４を除去し、液晶素子の電極９３０５を全面に配置した場合は反
射型となる。屋外で使用する場合は、反射率が高いため、見やすい表示を行うことができ
、消費電力が少ない表示装置を実現することが出来る。屋内で使用する場合は、フロント
ライトを表示部の上側に配置することにより、表示させることができる。
【０１７７】
　なお、反射型、透過型として用いる場合は、１画素内において、液晶層の中で、光の通
る距離が大きく異なる場所がない。よって、液晶層の厚さ（セルギャップ）を調整するた
めの絶縁層９２０４は、必要ない。
【０１７８】
　そこで、図７８を透過型にした場合を図１０４、図８７を反射型にした場合を図１０５
に示す。
【０１７９】
　図１０４，図１０５に示すように、絶縁層９３０４にコンタクトホールを開けることに
より、液晶素子の電極９３０５や液晶素子の電極９１０４と、液晶素子の電極９１０５と
を接続してもよい。これらは、共通電極として動作するため、電気的に接続されているこ
とが望ましい。
【０１８０】
なお、図７７から図１０３までの図や説明に関しても、図１０４、図１０５と同様に、透
過型や反射型とすることが出来る。
【０１８１】
したがって、実施の形態１から実施の形態２で述べた内容は、本実施の形態にも適用させ
たり、組み合わせたりすることが出来る。
【０１８２】
　（実施の形態４）
　アクティブマトリクス型の本発明の液晶表示装置の一態様について説明する。
【０１８３】
　本実施の形態では、実施の形態１から３において述べた構成や、そこで示した図の各々
のパーツから組み合わせにより実現できる構成について、トランジスタも一緒に形成した
場合の実現例について示す。
【０１８４】
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　なお、本発明において、トランジスタは必須ではないため、トランジスタが配置されて
いない、いわゆるパッシブマトリクス型の表示装置にも適用可能である。
【０１８５】
　本実施の形態では、透過型として動作し、トップゲート型トランジスタを用いて制御し
た場合について述べる。
【０１８６】
　ただし、これに限定されない。ボトムゲート型トランジスタを用いてもよい。
【０１８７】
　図１には、絶縁表面を有する基板（以下、絶縁基板と記す）１００上に、薄膜トランジ
スタ１０２と、薄膜トランジスタに接続された第１電極１０３、第２電極１０４、第３電
極１０５を有する液晶表示装置を示す。第１電極１０３は、画素電極として機能する。第
２電極１０４は、共通電極として機能する。第３電極１０５は、共通電極として機能する
。
【０１８８】
　なお、ゲート電極は、ゲート線の一部である。ゲート線のなかで、特に薄膜トランジス
タ１０２をスイッチングさせる為の電極として機能する部分がゲート電極である。
【０１８９】
　コモン配線（共通配線）は、液晶表示装置に設けられた複数の画素に含まれている液晶
素子の電極が同じ電位となるように引き回されている配線であり、液晶素子の電極と電気
的に接続している。このようにコモン配線と電気的に接続した液晶素子の電極は、一般的
に共通電極とも呼ばれる。これに対し、ソース線からの伝わる電位によって電位が随時変
化する液晶素子の電極は、一般的に画素電極とも呼ばれる。
【０１９０】
　薄膜トランジスタ１０２は、絶縁基板１００上に、下地層１０１を介して形成するとよ
い。下地層１０１を設けることにより、絶縁基板１００から、薄膜トランジスタ１０２、
特に半導体層への不純物元素の侵入を防止することができる。このような下地層１０１に
は、酸化珪素又は窒化珪素、もしくはそれらの積層を用いることができ、窒化珪素は不純
物侵入を防止する効果が高く好ましい。酸化珪素は、半導体層と直接接しても、電荷のト
ラップや電気特性のヒステリシスを起こさないため、好ましい。
【０１９１】
　なお、薄膜トランジスタ１０２は、トップゲート型であるが、これに限定されない。ボ
トムゲート型でもよい。
【０１９２】
　薄膜トランジスタ１０２は、所定の形状に加工された半導体層１１１、半導体層を覆う
、又は半導体層上に設けられたゲート絶縁層１１２、ゲート絶縁層を介して半導体層上に
設けられたゲート電極１１３、ソース電極及びドレイン電極１１６を有する。
【０１９３】
　半導体層を覆うように設けられたゲート絶縁層によって、プロセス工程途中、半導体層
が大気にふれる場合があっても、半導体層への不純物の付着又は侵入を防止することがで
きる。また半導体層上に設けられたゲート絶縁層は、ゲート電極をマスクとして加工する
ことができ、マスク枚数を減らすことができる。このようにゲート絶縁層１１２の形状は
、プロセス工程等に応じて決定することができ、ゲート絶縁層１１２をゲート電極の下に
のみ配置してもよいし、全面に配置してもよいし、ゲート電極の下や近傍では厚くなって
いて、それ以外では薄くなっていてもよい。
【０１９４】
　半導体層には、不純物領域１１４が設けられており、不純物領域の極性によりＮ型又は
Ｐ型の薄膜トランジスタとなる。不純物領域は、ゲート電極１１３をマスクとして、不純
物元素を自己整合的に添加する方法により、形成することができる。ただし、別途マスク
を用意して、形成してもよい。
【０１９５】
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　不純物領域は、濃度を異ならせることができ、例えば低濃度不純物領域と、高濃度不純
物領域とを設けることができる。低濃度不純物領域は、ゲート電極１１３の端にテーパー
形状を設け、このようなゲート電極を用いた自己整合的な不純物元素添加によって形成す
ることができる。また、ゲート絶縁層１１２の厚さを変えて、テーパー形状にして、低濃
度不純物領域を形成してもよい。その他、ゲート電極１１３の側面に設けられたサイドウ
ォール構造により、不純物領域の濃度を異ならせることができる。低濃度不純物領域と、
高濃度不純物領域を有する構造をＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）構
造と呼び、低濃度不純物領域とゲート電極とが重なっている構造をＧＯＬＤ（Ｇａｔｅ－
ｄｒａｉｎ　Ｏｖｅｒｌａｐｐｅｄ　ＬＤＤ）構造と呼ぶ。このような低濃度不純物領域
を有する薄膜トランジスタは、ゲート長が短くなるにつれて生じる短チャネル現象を防止
することができる。また、オフ電流を低減させたり、ドレイン領域での電界の集中を抑制
できるため、トランジスタの信頼性を向上させることが出来る。
【０１９６】
　半導体層１１１及びゲート電極１１３を覆うように絶縁層１０６が設けられる。絶縁層
１０６は単層構造又は積層構造とすることができる。絶縁層１０６には無機材料又は有機
材料を用いることができる。無機材料には、酸化珪素又は窒化珪素を用いることができる
。有機材料には、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、レジスト又は
ベンゾシクロブテン、シロキサン、ポリシラザンを用いることができる。シロキサンは、
シリコン（Ｓｉ）と酸素（Ｏ）との結合で骨格構造が構成される。置換基として、少なく
とも水素を含む有機基（例えばアルキル基、芳香族炭化水素）が用いられる。置換基とし
て、フルオロ基を用いてもよい。または置換基として、少なくとも水素を含む有機基と、
フルオロ基とを用いてもよい。ポリシラザンは、珪素（Ｓｉ）と窒素（Ｎ）の結合を有す
るポリマー材料を出発原料として形成される材料である。絶縁層１０６に有機材料を用い
ると、その表面の平坦性を高めることができ、好ましい。絶縁層１０６に無機材料を用い
ると、半導体層やゲート電極の表面形状に沿うような表面を有し、この場合であっても、
厚膜化することにより平坦性を有しうる。
【０１９７】
　このような絶縁層１０６に開口部を形成し、不純物領域を露出させ、開口部に導電層を
形成することにより、ソース電極及びドレイン電極１１６を形成する。ソース電極又はド
レイン電極に適用される導電層は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔ
ｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、銀（Ａｇ）、銅（
Ｃｕ）、ネオジウム（Ｎｄ）等から選ばれた元素、または当元素を主成分とする合金材料
、及び窒化チタン、窒化タンタル、窒化モリブデン等の金属窒化物等の導電性を有する材
料を用いて形成される。導電層は、これら材料の単層構造又は積層構造とすることができ
る。積層構造とすることにより、低抵抗化を図ることができる。ソース電極又はドレイン
電極と同一導電層から、その他の電極１１７等も形成される。
【０１９８】
　ソース電極及びドレイン電極１１６を覆って、絶縁層１０７を形成する。絶縁層１０７
は、絶縁層１０６と同様に形成することができる。すなわち、有機材料を用いて絶縁層１
０７を形成すると平坦性を高めることができる。絶縁層１０７上には、第１電極１０３や
第３電極１０５を形成するため、絶縁層１０７の平坦性は高いことが望まれる。第１電極
１０３や第３電極１０５は、液晶材料に電圧を印加するための電極であり、これら電極に
平坦性が必要とされるため絶縁層１０７の平坦性は高いことが望まれる。
【０１９９】
　第１電極１０３や第３電極１０５は、櫛歯状やスリットが入った状態などに加工されて
いる。そして、第１電極１０３と、第３電極１０５は交互になるように配置される。つま
り、互い違いに配置されることが可能なように、第１電極１０３や第３電極１０５が加工
されていればよい。第１電極１０３と、第３電極１０５との間隔は、２μｍから８μｍ、
より望ましくは、３μｍから４μｍとするとよい。このような第１電極１０３と、第３電
極１０５とに電圧を印加すると、これら電極間に電界が生じ、液晶材料の向きを制御する
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ことができる。このときに生じる電界は、基板と平行方向の成分を多く含む。よって、概
ね基板と平行な面内において、液晶分子が回転する。これにより、光の透過を制御するこ
とが出来る。
【０２００】
　絶縁層１０７上に形成された第１電極１０３、第３電極１０５は、導電性材料を用いて
形成される。例えば、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブ
デン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、銀（Ａｇ）等から選ばれた元素
、または当元素を主成分とする合金材料を用いて形成される。また第１電極１０３や第３
電極１０５に透光性が必要な場合、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化
物（ＩＺＯ）、酸化珪素を添加したインジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ
）、リンやボロンが含まれるシリコン（Ｓｉ）等の導電性材料であって、透光性を有する
材料を用いることができる。
【０２０１】
　次に、第２電極１０４について説明する。第２電極１０４は、下地層１０１、あるいは
、ゲート絶縁層１１２上に設けられ、一画素領域、具体的には一画素領域であって薄膜ト
ランジスタ形成領域以外に形成される。すなわち第２電極１０４は、櫛歯状の第３電極１
０５とは異なり、一画素領域に渡って、つまり、櫛歯状の第３電極１０５や第１電極１０
３が設けられる領域下方に渡って、設けられている。つまり、平面状に設けられている。
なお第２電極１０４は、一画素領域に渡って形成されることを特徴とし、その形状には限
定されない。例えば、一画素領域に渡って全面に第２電極１０４を形成しても、一画素領
域に渡って櫛歯形状やスリットや穴を有する第２電極１０４を形成してもよい。
【０２０２】
　第２電極１０４は、導電性材料を用いて形成され、導電性材料として、タンタル（Ｔａ
）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）
、クロム（Ｃｒ）、銀（Ａｇ）、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物
（ＩＺＯ）、酸化珪素を添加したインジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）
、リンやボロンが含まれるシリコン（Ｓｉ）が挙げられる。第２電極１０４は、半導体層
１１１と同一層に形成されてもよいため、半導体層を用いてもよい。但し、導電性を有す
る必要があるため、結晶化された半導体層、又は不純物元素が添加された半導体層、また
は、結晶化されて不純物元素が添付された半導体層を用いる。
【０２０３】
　その場合、薄膜トランジスタ１０２の有する半導体層と、半導体層で形成された第２電
極１０４とは、同時に形成されることが望ましい。その結果、製造プロセスを簡略化でき
、コストを低減することが出来る。
【０２０４】
　このような第２電極１０４は、電極１１７を介して第３電極１０５と電気的に接続され
ている。
【０２０５】
　透過型の液晶表示装置を形成する場合、第２電極１０４、第３電極１０５はインジウム
錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、酸化珪素を添加したインジウム
錫酸化物（ＩＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、リンやボロンが含まれるシリコン（Ｓｉ）
等の導電性材料であって、かつ透光性を有する材料から形成する。このような透光性も有
する材料は、Ａｌ等の他の導電性材料と比較すると抵抗が高くなる。そのため、タンタル
（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（
Ａｌ）、クロム（Ｃｒ）、銀（Ａｇ）等の抵抗の低い導電性材料から形成される電極１１
７や、ゲート電極１１３と同時に形成できる配線などを用いて、第２電極１０４及び第３
電極１０５を接続することにより、第２電極１０４、第３電極１０５の補助電極や補助配
線として機能させることができる。その結果、第２電極１０４、第３電極１０５へ均一な
電圧を印加することができる。すなわち第２電極１０４、第３電極１０５において、電極
の抵抗により生じうる電圧降下を防止することができる。
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【０２０６】
　このとき、補助配線は、ゲート電極１１３と同時に形成される導電層を用いることが望
ましい。その場合、ゲート配線と概ね平行に配置することが望ましい。それにより、効率
的にレイアウトすることが出来る。
【０２０７】
　このような第２電極１０４と、櫛歯状の第１電極１０３とに電圧を印加すると、これら
電極の間にも電界が生じる。すなわち、第２電極１０４と第１電極１０３、及び櫛歯状の
第３電極１０５と第１電極１０３とに電界が生じる。このような２組の電極間に生じる電
界によって、液晶材料の傾きや回転角度を制御し、階調表示を行うことができる。その結
果、櫛歯状の第３電極１０５と、櫛歯状の第１電極１０３の１組の電極によって生じる電
界では、上手く傾きが制御されなかった液晶材料に対しても、２組の電極による電界によ
って、液晶材料の傾きを上手く制御することができる。具体的には、櫛歯状の第３電極１
０５直上や、櫛歯状の第１電極１０３の直上に配置する液晶材料に対して上手く傾きを制
御することはできなかったが、第２電極１０４を設けたことにより、上記のような液晶材
料に対しても上手く傾きを制御することができる。これは櫛歯状の第３電極１０５と、櫛
歯状の第１電極１０３との間に生じる電界の方向に加えて、第２電極１０４と、櫛歯状の
第１電極１０３との間に電界が生じるからである。このように複数の組の電極を設け、こ
れら電極間に生じる電界の方向を複数とすることにより、液晶材料の傾きの制御は十分な
ものとなる。
【０２０８】
　なお、絶縁基板１００と対向するように設けられた基板には、トランジスタと重畳する
ように、遮光層が設けられていてもよい。遮光層は、例えばタングステン、クロム、およ
びモリブデン等の導電物、タングテンシリサイド等のシリサイド、または黒色の顔料若し
くはカーボンブラックを含む樹脂材料を用いて形成されている。また、櫛歯状の第１電極
１０３、第３電極１０５と重畳するようにカラーフィルターが設けられている。カラーフ
ィルターの上には、さらに配向膜が設けられている。
【０２０９】
　絶縁基板１００と対向基板との間には液晶層が設けられている。また、絶縁基板１００
と対向基板の上には、それぞれ偏光板が設けられている。偏光板は、それぞれ、絶縁基板
１００と対向基板を中心として液晶層が設けられている側とは逆側に設けられている。
【０２１０】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示している。したがって、実施の形態１から実施の形態３
で述べた内容は、本実施の形態にも適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０２１１】
　（実施の形態５）
　本実施の形態では、上記実施の形態とは異なり、共通電極を薄膜トランジスタのソース
電極又はドレイン電極と同一層に設けた液晶表示装置の構造について説明する。
【０２１２】
なお、ボトムゲート型トランジスタを用いてもよい。
【０２１３】
　図２に示すように、絶縁層１０６上に配線１２１に接して共通電極１２２が設けられて
いる。共通電極１２２は、上記実施の形態４で示した第２電極１０４と同様に作製するこ
とができる。
【０２１４】
　図１と同様に、絶縁層１０７上に櫛歯状の第３電極１０５及び櫛歯状の第１電極１０３
が設けられており、第３電極１０５は絶縁層１０７に設けられた開口部を介して、共通電
極１２２に接続されている。
【０２１５】
　共通電極１２２は、配線１２１に接して設けられ、第３電極１０５も電気的に配線１２
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１に接続される。そのため、共通電極１２２、第３電極１０５にインジウム錫酸化物（Ｉ
ＴＯ）、インジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）、酸化珪素を添加したインジウム錫酸化物（Ｉ
ＴＳＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）、リンやボロンが含まれるシリコン（Ｓｉ）等の、Ａｌ等
と比較して抵抗の高い導電性材料を用いる場合、Ａｌ等を用いて形成された配線１２１や
、ゲート電極１１３と同時に形成できる配線などを用いて、補助配線として機能させるこ
とができる。その結果、上述したように、共通電極１２２、第３電極１０５の配線抵抗に
よる電圧降下を防止することができる。
【０２１６】
　このとき、補助配線は、ゲート電極１１３と同時に形成される導電層を用いることが望
ましい。その場合、ゲート配線と概ね平行に配置することが望ましい。それにより、効率
的にレイアウトすることが出来る。
【０２１７】
　その他の構成は、図１と同様であるため説明を省略する。
【０２１８】
　このような共通電極１２２と、櫛歯状の第１電極１０３とに電圧を印加すると、これら
電極の間にも電界が生じる。すなわち、共通電極１２２と第１電極１０３、及び櫛歯状の
第３電極１０５と第１電極１０３とに電界が生じる。このような２組の電極間に生じる電
界によって、液晶材料の傾きを制御し、階調表示を行うことができる。その結果、櫛歯状
の第３電極１０５と、櫛歯状の第１電極１０３の１組の電極によって生じる電界では、上
手く傾きが制御されなかった液晶材料に対しても、２組の電極による電界によって、液晶
材料の傾きを上手く制御することができる。具体的には、櫛歯状の第３電極１０５直上や
、櫛歯状の第１電極１０３の直上に配置する液晶材料に対して上手く傾きを制御すること
はできなかったが、共通電極１２２を設けたことにより、上記のような液晶材料に対して
も上手く傾きを制御することができる。
【０２１９】
　このように複数の組の電極を設け、これら電極間に生じる電界の方向を複数とすること
により、液晶材料の傾きの制御は十分なものとなる。さらに本実施の形態では、共通電極
１２２は絶縁層１０６上に形成されるため、第１電極１０３との距離が近くなり、印加す
る電圧を低くおさえることが可能となる。
【０２２０】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４を変形したものを示している。
したがって、実施の形態１から実施の形態４で述べた内容は、本実施の形態にも適用させ
たり、組み合わせたりすることが出来る。
【０２２１】
　（実施の形態６）
　本実施の形態では、上記実施の形態と異なり、共通電極を下地層１０１上に設けた液晶
表示装置の構造について説明する。
【０２２２】
　図３に示すように、絶縁基板１００上に下地層１０１が設けられ、下地層１０１上に共
通電極１３２が設けられている。共通電極１３２は、上記実施の形態で示した第２電極１
０４と同様に作製することができる。共通電極１３２上には、絶縁層１０６が設けられ、
絶縁層１０６に設けられた開口部を介して第３電極１０５と接続されている。そのため、
共通電極１３２、第３電極１０５にインジウム錫酸化物（ＩＴＯ）、インジウム亜鉛酸化
物（ＩＺＯ）、酸化珪素を添加したインジウム錫酸化物（ＩＴＳＯ））、酸化亜鉛（Ｚｎ
Ｏ）、リンやボロンが含まれるシリコン（Ｓｉ）等の、Ａｌ等と比較して抵抗の高い導電
性材料を用いる場合、Ａｌ等を用いて形成された配線１３１を補助配線として機能させる
ことができる。その結果、上述したように、共通電極１３２、第３電極１０５の配線抵抗
による電圧降下を防止することができる。配線１３１は、薄膜トランジスタ１０２のゲー
ト電極１１３と同一導電層から形成することができる。その場合、ゲート配線と概ね平行
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に配置することが望ましい。それにより、効率的にレイアウトすることが出来る。
【０２２３】
　なお本実施の形態において、ボトムゲート型トランジスタを用いてもよい。
【０２２４】
　その他の構成は、図１と同様であるため説明を省略する。
【０２２５】
　このような共通電極１３２と、櫛歯状の第１電極１０３とに電圧を印加すると、これら
電極の間にも電界が生じる。すなわち、共通電極１３２と第１電極１０３、及び櫛歯状の
第３電極１０５と第１電極１０３とに電界が生じる。このような２組の電極間に生じる電
界によって、液晶材料の傾きを制御し、階調表示を行うことができる。その結果、櫛歯状
の第３電極１０５と、櫛歯状の第１電極１０３の１組の電極によって生じる電界では、上
手く傾きが制御されなかった液晶材料に対しても、２組の電極による電界によって、液晶
材料の傾きを上手く制御することができる。具体的には、櫛歯状の第３電極１０５直上や
、櫛歯状の第１電極１０３の直上に配置する液晶材料に対して上手く傾きを制御すること
はできなかったが、共通電極１３２を設けたことにより、上記のような液晶材料に対して
も上手く傾きを制御することができる。
【０２２６】
　このように複数の組の電極を設け、これら電極間に生じる電界の方向を複数とすること
により、液晶材料の傾きの制御は十分なものとなる。さらに本実施の形態では、共通電極
１３２は下地層１０１上に形成されるため、絶縁層１０６を単層構造として適用すること
ができる。その結果、共通電極１３２と、第１電極１０３との距離が近くなり、印加する
電圧を低くおさえることが可能となる。
【０２２７】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４や実施の形態５を変形したもの
を示している。したがって、実施の形態１から実施の形態５で述べた内容は、本実施の形
態にも適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０２２８】
　（実施の形態７）
　本実施の形態では、上記実施の形態と異なり、薄膜トランジスタの半導体層に非晶質半
導体層を用いる場合について説明する。
【０２２９】
　図４に示すように、下地層１０１上に非晶質半導体層を有する薄膜トランジスタ１６０
を形成する。薄膜トランジスタ１６０は、半導体層よりゲート電極が下方に設けられた、
所謂ボトムゲート型である。
【０２３０】
　下地層１０１上に、ゲート電極１１３を形成し、ゲート電極１１３を覆うようにゲート
絶縁層１１２を形成する。ゲート絶縁層１１２を介して、ゲート電極上に非晶質半導体層
４１１を形成する。珪素を有する材料を用いて形成することができる。
【０２３１】
　非晶質半導体層４１１の両端を覆うように、ソース電極及びドレイン電極１１６を形成
する。配線抵抗を低くするため、非晶質半導体層のソース電極及びドレイン電極に接する
領域にＮ型不純物領域を形成するとよい。Ｎ型不純物領域は、非晶質半導体層４１１の表
面に不純物を添加することにより形成することができる。
【０２３２】
　その後、ソース電極及びドレイン電極を用いて、非晶質半導体層４１１を所定の形状と
なるように加工する。このとき、薄膜トランジスタ１６０において、半導体層のチャネル
形成領域の上側がエッチング除去され、このような形状を有する薄膜トランジスタをチャ
ネルエッチ型と呼ぶ。
【０２３３】
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　このように形成された薄膜トランジスタ１６０を覆って、絶縁層１０６を形成する。絶
縁層１０６に有機材料を用いることで、その表面の平坦性を高めることができる。勿論、
絶縁層１０６に無機材料を用いることもでき、無機材料と有機材料の積層構造を用いても
よい。このような絶縁層１０６に開口部を形成し、ソース電極及びドレイン電極１１６を
露出させ、絶縁層１０６に形成される第１電極１０３と、ソース電極及びドレイン電極１
１６とを電気的に接続する。第１電極１０３は、上記実施の形態と同様に、絶縁層１０６
上に櫛歯状に形成されている。
【０２３４】
　次いで、共通電極４０１の構造について説明する。下地層１０１上に共通電極４０１を
形成する。共通電極４０１は、上記実施の形態で示した第２電極１０４と同様に作製する
ことができる。共通電極４０１は、画素領域に渡って形成されるように、その形状を加工
する。加工された共通電極４０１の一部に、導電層４０２を形成する。導電層４０２は、
薄膜トランジスタ１６０のゲート電極１１３と同一導電層を加工することにより得ること
ができる。共通電極４０１と、導電層４０２とは、ゲート絶縁層１１２によって覆われる
。
【０２３５】
　絶縁層１０６及びゲート絶縁層１１２に開口部を設けて、導電層４０２を露出させる。
そして、絶縁層１０６上に櫛歯状に形成された第３電極１０５と、導電層４０２とを電気
的に接続し、結果として第３電極１０５と、共通電極４０１とが接続される。このとき、
導電層４０２が共通電極４０１、第３電極１０５に接続しているため、導電層４０２を補
助配線として機能させることができる。そして、上述したように、共通電極４０１、第３
電極１０５の配線抵抗による電圧降下を防止することができる。
【０２３６】
　本実施の形態は、非晶質半導体層を用いたボトムゲート型の薄膜トランジスタを用いて
おり、上記実施の形態で示したトップゲート型の薄膜トランジスタと比較して、全体の膜
厚を薄くすることができる。特に、絶縁層１０６、１０７を積層した構成と比較すると、
本実施の形態は絶縁層１０６のみの構成であるため、全体の膜厚が薄くなる。その結果、
液晶表示装置の薄型化、軽量化を図ることができる。
【０２３７】
　なお本実施の形態では、チャネルエッチ型を用いて説明したが、チャネル保護型を適用
することもできる。チャネル保護型とは、半導体層上に保護層があり、保護層の両端にソ
ース電極及びドレイン電極が設けられる。ソース電極及びドレイン電極を用いて半導体層
を加工するとき、半導体層の表面が除去されない構成をする薄膜トランジスタを指す。
【０２３８】
　なお本実施の形態において、ボトムゲート型でもよい。
【０２３９】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から６を変形したものを示して
いる。したがって、実施の形態１から実施の形態６で述べた内容は、本実施の形態にも適
用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０２４０】
　（実施の形態８）
　本実施の形態では、上記実施の形態と異なり、補助配線として機能する導電層を、共通
電極の下方に設けた液晶表示装置の構造について説明する。
【０２４１】
　図５に示すように、下地層１０１上に、先に導電層５０２を形成する。その後、導電層
５０２と接するように、共通電極５０１を形成する。共通電極５０１は、上記実施の形態
で示した第２電極１０４と同様に作製することができる。導電層５０２は、薄膜トランジ
スタ１６０のゲート電極１１３、又はソース電極及びドレイン電極１１６と同一導電層を
加工することにより得ることができる。導電層５０２及び共通電極５０１は、絶縁層１０
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６により覆われる。
【０２４２】
　絶縁層１０６及びゲート絶縁層１１２に開口部を設けて、共通電極５０１を露出させる
。そして、絶縁層１０６上に櫛歯状に形成された第３電極１０５と、共通電極５０１とを
電気的に接続する。このとき、導電層５０２が共通電極４０１、第３電極１０５に接続し
ているため、導電層５０２を補助配線として機能させることができる。そして、上述した
ように、共通電極５０１、第３電極１０５の配線抵抗による電圧降下を防止することがで
きる。
【０２４３】
　その他の構成は、図４と同様であるため説明を省略する。
【０２４４】
　本実施の形態においても、絶縁層１０６のみの構成であるため、絶縁層１０６、１０７
を積層した構成と比較すると、全体の膜厚が薄くなる。その結果、液晶表示装置の薄型化
、軽量化を図ることができる。
【０２４５】
　また本実施の形態ではチャネルエッチ型の薄膜トランジスタを用いて説明したが、上記
実施の形態で示したように、チャネル保護型の薄膜トランジスタを用いてもよい。
【０２４６】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から７を変形したものを示して
いる。したがって、実施の形態１から実施の形態７で述べた内容は、本実施の形態にも適
用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０２４７】
　（実施の形態９）
　本実施の形態では、上記実施の形態１で示した構造において、カラーフィルター及びブ
ラックマトリクスを設けた液晶表示装置の構造について説明する。
【０２４８】
　図６（Ａ）に示すように、実施の形態１（図１）に示した液晶表示装置の構造において
、絶縁層１０７の代わりに、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設
ける。カラーフィルター１５０と、ブラックマトリクス１５１とは、それらの一部が重な
るように設けられる。
【０２４９】
　カラーフィルター１５０は、所定の色を呈するような材料を用いて形成する。所定の色
とは、赤、緑、青が一般的であり、これらを組み合わせることでフルカラー表示が可能と
なる。一方、モノカラー表示を行う場合、赤、緑、青のいずれか、又はオレンジや黄色と
いった色を呈する材料を用いて形成することができる。モノカラー表示は、単純な文字や
図形を表示するのに適し、車載オーディオや携帯型オーディオの表示画面として使用する
ことがある。
【０２５０】
　ブラックマトリクス１５１は、薄膜トランジスタ１０２に光が照射されることを防止さ
せたり、薄膜トランジスタ１０２が有する電極の反射を抑えたり、液晶分子が画像信号に
よって制御されない部分において、光が漏れてしまうのを防いだり、一画素を区分けする
ために設けられる。ブラックマトリクス１５１は、黒色を呈すればよく、例えばクロムを
有する導電層、顔料やブラックカーボンを有する有機材料から形成することができる。そ
の他、アクリルやポリイミド等の有機材料を染色した材料を用いて形成することができる
。
【０２５１】
　ただし、電界のかかり方に影響を及ぼさないようにするため、ブラックマトリクス１５
１は、非導電材料で形成されることが望ましい。
【０２５２】
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　カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける場合、絶縁層１０６を
積層構造とし、その上層には無機材料や有機材料を用いて絶縁層を形成することが望まれ
る。
カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１は、有機材料から形成されること
が多く、これらの材料には薄膜トランジスタの電気特性にとって好ましくない不純物元素
が含まれる。不純物元素が、薄膜トランジスタの半導体層１１１に侵入することを防止す
るため、絶縁層を形成することが望まれる。
【０２５３】
　そのため、絶縁層を作製する無機材料として、窒化珪素を用いるとよい。このような絶
縁層をパッシベーション層とも呼ぶ。パッシベーション層は、積層構造を有する絶縁層１
０６の上層として設けることに限定されず、半導体層１１１と、カラーフィルター１５０
及びブラックマトリクス１５１との間に設けられればよい。例えば、積層構造を有する絶
縁層１０６の下層として、パッシベーション層を設けてもよい。
【０２５４】
　ただし、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を形成する前に、窒化
珪素などの無機材料を形成しておいてもよい。
【０２５５】
　その後、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を覆うように絶縁層１
５２を形成する。絶縁層１５２により、表面が平坦化される。特に、カラーフィルター１
５０と、ブラックマトリクス１５１とが重なった領域は、ブラックマトリクス１５１の膜
厚によって段差が生じる。この段差を絶縁層１５２によって、平坦化することができる。
【０２５６】
　その他の構成は、図１と同様であるため説明を省略する。
【０２５７】
　図６（Ｂ）には、図６（Ａ）と異なり、カラーフィルター１５０と、ブラックマトリク
ス１５１とが重ならないように設ける。カラーフィルター１５０は光が透過する領域に積
極的に設け、ブラックマトリクス１５１は薄膜トランジスタ１０２を覆う領域に積極的に
設ける。その結果、薄膜トランジスタ１０２と、第２電極１０４との境界領域を境にして
、第２電極１０４が形成される領域にカラーフィルター１５０が形成され、薄膜トランジ
スタ１０２が形成される領域にブラックマトリクス１５１が形成される。そして、カラー
フィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を覆うように絶縁層１５２を形成する。
【０２５８】
　このようにカラーフィルター１５０と、ブラックマトリクス１５１とが重ならないよう
に設けることにより、重なった領域で全体の膜厚が厚くなることがなく、好ましい。
【０２５９】
　その他の構成は、図６（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０２６０】
　図６（Ｃ）には、図６（Ａ）（Ｂ）と異なり、ブラックマトリクス１５１を対向基板１
５５側に設けた構造を示す。ブラックマトリクス１５１を設ける領域は、少なくとも薄膜
トランジスタ１０２上方であればよい。
【０２６１】
　なお、この場合、隣り合う画素の、異なる色のカラーフィルターを重ねて配置してもよ
い。これにより、カラーフィルターが重なった領域は、光の透過率が低減するので、ブラ
ックマトリクスとして機能させることも出来る。
【０２６２】
　ブラックマトリクス１５１を対向基板１５５に設けたことにより、カラーフィルター１
５０を薄膜トランジスタ１０２及び第２電極１０４に渡って形成することができる。上述
したようにカラーフィルター１５０は有機材料を用いて形成するため、平坦化膜としての
機能も有する。すなわち、絶縁層１０７の代わりに、カラーフィルター１５０を設け、そ
の表面も平坦化することが可能となる。
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【０２６３】
　なおブラックマトリクス１５１は、絶縁基板１００の裏面側に設けてもよい。
【０２６４】
　なお、絶縁基板１００側にブラックマトリクスを設けて、対向基板側にカラーフィルタ
ーを配置してもよい。絶縁基板１００側にブラックマトリクスを設けることにより、基板
の合わせマージンを向上させることが出来る。
【０２６５】
　その他の構成は、図６（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０２６６】
　本実施の形態であっても、実施の形態１と同様に、第２電極１０４と、櫛歯状の第１電
極１０３とに電圧を印加すると、これら電極の間にも電界が生じるため、液晶材料の傾き
を制御し、階調表示を行うことができる。
その結果、櫛歯状の第３電極１０５と、櫛歯状の第１電極１０３の１組の電極によって生
じる電界では、上手く傾きが制御されなかった液晶材料に対しても、２組の電極による電
界によって、液晶材料の傾きを上手く制御することができる。
【０２６７】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から８を変形したものを示して
いる。したがって、実施の形態１から実施の形態８で述べた内容は、本実施の形態にも適
用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０２６８】
　（実施の形態１０）
　本実施の形態では、上記実施の形態１で示した構造において、絶縁層１０６の代わりに
、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設けた液晶表示装置の構造に
ついて説明する。
【０２６９】
　図７（Ａ）に示すように、実施の形態１（図１）に示した液晶表示装置の構造において
、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設
ける。カラーフィルター１５０と、ブラックマトリクス１５１とは、それらの一部が重な
るように設けられる。カラーフィルター１５０やブラックマトリクス１５１は、上記実施
の形態と同様に作製することができる。カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス
１５１を覆うように、絶縁層１５２を形成する。絶縁層１５２により、表面を平坦化する
ことができる。
【０２７０】
　カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける場合、カラーフィルタ
ー１５０及びブラックマトリクス１５１と薄膜トランジスタ１０２が有する半導体層１１
１との間に、パッシベーション層を設けることが望ましい。本実施の形態では、ゲート電
極１１３及び第２電極１０４を覆うように、パッシベーション層１５４を形成する。
【０２７１】
　このように、絶縁層１０６の代わりにカラーフィルター１５０及びブラックマトリクス
１５１を設けた構成は、薄膜トランジスタ１０２に近接してブラックマトリクス１５１が
形成される。そのため、薄膜トランジスタ１０２に照射される光の遮光効果が高く好まし
い。
【０２７２】
　その他の構成は、図６（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０２７３】
　図７（Ｂ）には、図７（Ａ）と異なり、カラーフィルター１５０と、ブラックマトリク
ス１５１とが重ならないように設ける。
【０２７４】
　その他の構成は、図６（Ｂ）と同様であるため説明を省略する。
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【０２７５】
　図７（Ｃ）には、図７（Ａ）、（Ｂ）と異なり、ブラックマトリクス１５１を対向基板
１５５側に設けた構造を示す。
【０２７６】
　その他の構成は、図７（Ｂ）と同様であるため説明を省略する。
【０２７７】
　本実施の形態であっても、実施の形態１と同様に、第２電極１０４と、櫛歯状の第１電
極１０３とに電圧を印加すると、これら電極の間にも電界が生じるため、液晶材料の傾き
を制御し、階調表示を行うことができる。
その結果、櫛歯状の第３電極１０５と、櫛歯状の第１電極１０３の１組の電極によって生
じる電界では、上手く傾きが制御されなかった液晶材料に対しても、２組の電極による電
界によって、液晶材料の傾きを上手く制御することができる。
【０２７８】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から９を変形したものを示して
いる。したがって、実施の形態１から実施の形態９で述べた内容は、本実施の形態にも適
用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０２７９】
　（実施の形態１１）
　本実施の形態では、上記実施の形態２で示した構造において、カラーフィルター及びブ
ラックマトリクスを設けた液晶表示装置の構造について説明する。
【０２８０】
　図８（Ａ）に示すように、実施の形態２（図２）に示した液晶表示装置の構造において
、絶縁層１０７の代わりに、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設
ける。カラーフィルター１５０と、ブラックマトリクス１５１とは、それらの一部が重な
るように設けられる。カラーフィルター１５０やブラックマトリクス１５１は、上記実施
の形態と同様に作製することができる。カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス
１５１を覆うように、絶縁層１５２を形成する。絶縁層１５２により、表面を平坦化する
ことができる。
【０２８１】
　カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける場合、カラーフィルタ
ー１５０及びブラックマトリクス１５１と薄膜トランジスタ１０２が有する半導体層１１
１との間に、パッシベーション層を設けることが望ましい。本実施の形態では、絶縁層１
０６を積層構造とし、その上層には無機材料を用いてパッシベーション層１５３を形成す
る。パッシベーション層は、積層構造を有する絶縁層１０６の上層として設けることに限
定されず、半導体層１１１と、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１と
の間に設けられればよい。例えば、積層構造を有する絶縁層１０６の下層として、パッシ
ベーション層を設けてもよい。
【０２８２】
　このようなカラーフィルター１５０、ブラックマトリクス１５１、絶縁層１５２、パッ
シベーション層１５３の構造は、図６（Ａ）と同様である。その他の構成は、図２と同様
であるため説明を省略する。
【０２８３】
　図８（Ｂ）には、図８（Ａ）と異なり、カラーフィルター１５０と、ブラックマトリク
ス１５１とが重ならないように設ける。重ならないカラーフィルター１５０と、ブラック
マトリクス１５１の構成は図６（Ｂ）と同様である。
【０２８４】
　その他の構成は、図８（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０２８５】
　図８（Ｃ）には、図８（Ａ）（Ｂ）と異なり、ブラックマトリクス１５１を対向基板１
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５５側に設けた構造を示す。ブラックマトリクス１５１を設ける領域は、少なくとも薄膜
トランジスタ１０２上方であればよい。
【０２８６】
　ブラックマトリクス１５１を対向基板１５５に設けたことにより、カラーフィルター１
５０を薄膜トランジスタ１０２及び第２電極１０４に渡って形成することができる。上述
したようにカラーフィルター１５０は有機材料を用いて形成するため、平坦化膜としての
機能も有する。すなわち、絶縁層１０７の代わりに、カラーフィルター１５０を設け、そ
の表面も平坦化することが可能となる。このようなブラックマトリクス１５１を対向基板
１５５側に設ける構造は、図６（Ｃ）と同様である。
【０２８７】
　なおブラックマトリクス１５１は、絶縁基板１００の裏面側に設けてもよい。
【０２８８】
　その他の構成は、図８（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０２８９】
　本実施の形態であっても、実施の形態２と同様に、共通電極１２２と、櫛歯状の第１電
極１０３とに電圧を印加すると、これら電極の間にも電界が生じるため、液晶材料の傾き
を制御し、階調表示を行うことができる。その結果、櫛歯状の第３電極１０５と、櫛歯状
の第１電極１０３の１組の電極によって生じる電界では、上手く傾きが制御されなかった
液晶材料に対しても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制御する
ことができる。
【０２９０】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から１０を変形したものを示し
ている。したがって、実施の形態１から実施の形態１０で述べた内容は、本実施の形態に
も適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０２９１】
　（実施の形態１２）
　本実施の形態では、上記実施の形態２で示した構造において、絶縁層１０６の代わりに
、カラーフィルター及びブラックマトリクスを設けた液晶表示装置の構造について説明す
る。
【０２９２】
　図９（Ａ）に示すように、実施の形態２（図２）に示した液晶表示装置の構造において
、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設
ける。カラーフィルター１５０と、ブラックマトリクス１５１とは、それらの一部が重な
るように設けられる。カラーフィルター１５０やブラックマトリクス１５１は、上記実施
の形態と同様に作製することができる。カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス
１５１を覆うように、絶縁層１５２を形成する。絶縁層１５２により、表面を平坦化する
ことができる。
【０２９３】
　カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける場合、カラーフィルタ
ー１５０及びブラックマトリクス１５１と薄膜トランジスタ１０２が有する半導体層１１
１との間に、パッシベーション層を設けることが望ましい。本実施の形態では、ゲート電
極１１３及び第２電極１０４を覆うように、パッシベーション層１５４を形成する。
【０２９４】
　このようなカラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける構造は、図
７（Ａ）と同様である。その他の構成は、図２と同様であるため説明を省略する。
【０２９５】
　図９（Ｂ）には、図９（Ａ）と異なり、カラーフィルター１５０と、ブラックマトリク
ス１５１とが重ならないように設ける。重ならないカラーフィルター１５０と、ブラック
マトリクス１５１の構成は図７（Ｂ）と同様である。
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【０２９６】
　その他の構成は、図９（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０２９７】
　図９（Ｃ）には、図９（Ａ）（Ｂ）と異なり、ブラックマトリクス１５１を対向基板１
５５側に設けた構造を示す。ブラックマトリクス１５１を設ける領域は、少なくとも薄膜
トランジスタ１０２上方であればよい。
【０２９８】
　ブラックマトリクス１５１を対向基板１５５に設けたことにより、カラーフィルター１
５０を薄膜トランジスタ１０２及び第２電極１０４に渡って形成することができる。上述
したようにカラーフィルター１５０は有機材料を用いて形成するため、平坦化膜としての
機能も有する。すなわち、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０を設け、そ
の表面も平坦化することが可能となる。このようなブラックマトリクス１５１を対向基板
１５５側に設ける構造は、図７（Ｃ）と同様である。
【０２９９】
　なおブラックマトリクス１５１は、絶縁基板１００の裏面側に設けてもよい。
【０３００】
　その他の構成は、図９（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０３０１】
本実施の形態であっても、実施の形態２と同様に、共通電極１２２と、櫛歯状の第１電極
１０３とに電圧を印加すると、これら電極の間にも電界が生じるため、液晶材料の傾きを
制御し、階調表示を行うことができる。その結果、櫛歯状の第３電極１０５と、櫛歯状の
第１電極１０３の１組の電極によって生じる電界では、上手く傾きが制御されなかった液
晶材料に対しても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制御するこ
とができる。
【０３０２】
なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタと
共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から１１を変形したものを示して
いる。したがって、実施の形態１から実施の形態１１で述べた内容は、本実施の形態にも
適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０３０３】
　（実施の形態１３）
本実施の形態では、上記実施の形態３で示した構造において、絶縁層１０６の代わりに、
カラーフィルター及びブラックマトリクスを設けた液晶表示装置の構造について説明する
。
【０３０４】
　図１０（Ａ）に示すように、実施の形態３（図３）に示した液晶表示装置の構造におい
て、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を
設ける。カラーフィルター１５０と、ブラックマトリクス１５１とは、それらの一部が重
なるように設けられる。カラーフィルター１５０やブラックマトリクス１５１は、上記実
施の形態と同様に作製することができる。カラーフィルター１５０及びブラックマトリク
ス１５１を覆うように、絶縁層１５２を形成する。絶縁層１５２により、表面を平坦化す
ることができる。
【０３０５】
　カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける場合、カラーフィルタ
ー１５０及びブラックマトリクス１５１と薄膜トランジスタ１０２が有する半導体層１１
１との間に、パッシベーション層を設けることが望ましい。本実施の形態では、ゲート電
極１１３及び第２電極１０４を覆うように、パッシベーション層１５４を形成する。
【０３０６】
　このようなカラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける構造は、図
７（Ａ）と同様である。その他の構成は、図３と同様であるため説明を省略する。
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【０３０７】
　図１０（Ｂ）には、図１０（Ａ）と異なり、カラーフィルター１５０と、ブラックマト
リクス１５１とが重ならないように設ける。重ならないカラーフィルター１５０と、ブラ
ックマトリクス１５１の構成は図７（Ｂ）と同様である。
【０３０８】
　その他の構成は、図１０（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０３０９】
　図１０（Ｃ）には、図１０（Ａ）（Ｂ）と異なり、ブラックマトリクス１５１を対向基
板１５５側に設けた構造を示す。ブラックマトリクス１５１を設ける領域は、少なくとも
薄膜トランジスタ１０２上方であればよい。
【０３１０】
　ブラックマトリクス１５１を対向基板１５５に設けたことにより、カラーフィルター１
５０を薄膜トランジスタ１０２及び第２電極１０４に渡って形成することができる。上述
したようにカラーフィルター１５０は有機材料を用いて形成するため、平坦化膜としての
機能も有する。すなわち、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０を設け、そ
の表面も平坦化することが可能となる。このようなブラックマトリクス１５１を対向基板
１５５側に設ける構造は、図７（Ｃ）と同様である。
【０３１１】
　なおブラックマトリクス１５１は、絶縁基板１００の裏面側に設けてもよい。
【０３１２】
　その他の構成は、図１０（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０３１３】
　本実施の形態であっても、実施の形態３と同様に、共通電極１２２と、櫛歯状の第１電
極１０３とに電圧を印加すると、これら電極の間にも電界が生じるため、液晶材料の傾き
を制御し、階調表示を行うことができる。その結果、櫛歯状の第３電極１０５と、櫛歯状
の第１電極１０３の１組の電極によって生じる電界では、上手く傾きが制御されなかった
液晶材料に対しても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制御する
ことができる。
【０３１４】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から１２を変形したものを示し
ている。したがって、実施の形態１から実施の形態１２で述べた内容は、本実施の形態に
も適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０３１５】
　（実施の形態１４）
　本実施の形態では、上記実施の形態４で示した構造において、絶縁層１０６の代わりに
カラーフィルター及びブラックマトリクスを設けた液晶表示装置の構造について説明する
。
【０３１６】
　図１１（Ａ）に示すように、実施の形態４（図４）に示した液晶表示装置の構造におい
て、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を
設ける。カラーフィルター１５０と、ブラックマトリクス１５１とは、それらの一部が重
なるように設けられる。カラーフィルター１５０やブラックマトリクス１５１は、上記実
施の形態と同様に作製することができる。カラーフィルター１５０及びブラックマトリク
ス１５１を覆うように、絶縁層１５２を形成する。絶縁層１５２により、表面を平坦化す
ることができる。
【０３１７】
　本実施の形態において、薄膜トランジスタ１６０は、非晶質半導体層４１１上に絶縁層
４０３を有するチャネル保護型であるとよい。チャネル保護のための絶縁層４０３の両端
を覆うように、ソース電極及びドレイン電極１１６が設けられる。絶縁層４０３によって



(36) JP 5194071 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

、非晶質半導体層４１１が露出されない。そのため、薄膜トランジスタ１６０を覆ってブ
ラックマトリクス１５１が設けられる場合、ブラックマトリクスからの不純物元素が非晶
質半導体層４１１に侵入することを防止できる。勿論、実施の形態４で示したチャネルエ
ッチ型の薄膜トランジスタ１６０を用いてもよいが、非晶質半導体層４１１とブラックマ
トリクス１５１とが接しないように、絶縁層４０３を設けることが望ましい。
【０３１８】
　カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける場合、カラーフィルタ
ー１５０及びブラックマトリクス１５１と薄膜トランジスタ１６０が有する非晶質半導体
層４１１との間に、パッシベーション層を設けることが望ましい。本実施の形態では、ゲ
ート電極１１３、共通電極４０１、及び導電層４０２を覆うように、パッシベーション層
１５４を形成する。
【０３１９】
　このようなカラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける構造は、図
７（Ａ）と同様である。その他の構成は、図４と同様であるため説明を省略する。
【０３２０】
　図１１（Ｂ）には、図１１（Ａ）と異なり、カラーフィルター１５０と、ブラックマト
リクス１５１とが重ならないように設ける。重ならないカラーフィルター１５０と、ブラ
ックマトリクス１５１の構成は図７（Ｂ）と同様である。
【０３２１】
　その他の構成は、図１１（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０３２２】
　図１１（Ｃ）には、図１１（Ａ）（Ｂ）と異なり、ブラックマトリクス１５１を対向基
板１５５側に設けた構造を示す。ブラックマトリクス１５１を設ける領域は、少なくとも
薄膜トランジスタ１６０上方であればよい。
【０３２３】
　ブラックマトリクス１５１を対向基板１５５に設けたことにより、カラーフィルター１
５０を薄膜トランジスタ１６０、共通電極４０１、及び導電層４０２に渡って形成するこ
とができる。
【０３２４】
　本実施の形態において、薄膜トランジスタ１６０は、非晶質半導体層４１１上に絶縁層
４０３を有するチャネル保護型であるとよい。チャネル保護のための絶縁層４０３の両端
を覆うように、ソース電極及びドレイン電極１１６が設けられる。絶縁層４０３によって
、非晶質半導体層４１１が露出されない。そのため、薄膜トランジスタ１６０を覆ってカ
ラーフィルター１５０が設けられる場合、カラーフィルターからの不純物元素が非晶質半
導体層４１１に侵入することを防止できる。勿論、実施の形態４で示したチャネルエッチ
型の薄膜トランジスタ１６０を用いてもよいが、非晶質半導体層４１１とカラーフィルタ
ー１５０とが接しないように、絶縁層４０３を設けることが望ましい。
【０３２５】
　上述したようにカラーフィルター１５０は有機材料を用いて形成するため、平坦化膜と
しての機能も有する。すなわち、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０を設
け、その表面も平坦化することが可能となる。このようなブラックマトリクス１５１を対
向基板１５５側に設ける構造は、図７（Ｃ）と同様である。
【０３２６】
　なおブラックマトリクス１５１は、絶縁基板１００の裏面側に設けてもよい。
【０３２７】
　その他の構成は、図１１（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０３２８】
　本実施の形態であっても、実施の形態４と同様に、共通電極４０１と、櫛歯状の第１電
極１０３とに電圧を印加すると、これら電極の間にも電界が生じるため、液晶材料の傾き
を制御し、階調表示を行うことができる。その結果、櫛歯状の第３電極１０５と、櫛歯状
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の第１電極１０３の１組の電極によって生じる電界では、上手く傾きが制御されなかった
液晶材料に対しても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制御する
ことができる。
【０３２９】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から１３を変形したものを示し
ている。したがって、実施の形態１から実施の形態１３で述べた内容は、本実施の形態に
も適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０３３０】
　（実施の形態１５）
　本実施の形態では、上記実施の形態５で示した構造において、絶縁層１０６の代わりに
、カラーフィルター及びブラックマトリクスを設けた液晶表示装置の構造について説明す
る。
【０３３１】
　図１２（Ａ）に示すように、実施の形態５（図５）に示した液晶表示装置の構造におい
て、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を
設ける。カラーフィルター１５０と、ブラックマトリクス１５１とは、それらの一部が重
なるように設けられる。カラーフィルター１５０やブラックマトリクス１５１は、上記実
施の形態と同様に作製することができる。カラーフィルター１５０及びブラックマトリク
ス１５１を覆うように、絶縁層１５２を形成する。絶縁層１５２により、表面を平坦化す
ることができる。
【０３３２】
　本実施の形態において、薄膜トランジスタ１６０は、非晶質半導体層４１１上に絶縁層
４０３を有するチャネル保護型であるとよい。チャネル保護のための絶縁層４０３の両端
を覆うように、ソース電極及びドレイン電極１１６が設けられる。絶縁層４０３によって
、非晶質半導体層４１１が露出されない。そのため、薄膜トランジスタ１６０を覆ってブ
ラックマトリクス１５１が設けられる場合、ブラックマトリクスからの不純物元素が非晶
質半導体層４１１に侵入することを防止できる。勿論、実施の形態４で示したチャネルエ
ッチ型の薄膜トランジスタ１６０を用いてもよいが、非晶質半導体層４１１とブラックマ
トリクス１５１とが接しないように、絶縁層４０３を設けることが望ましい。
【０３３３】
　カラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける場合、カラーフィルタ
ー１５０及びブラックマトリクス１５１と薄膜トランジスタ１６０が有する非晶質半導体
層４１１との間に、パッシベーション層を設けることが望ましい。本実施の形態では、ゲ
ート電極１１３、共通電極４０１、及び導電層４０２を覆うように、パッシベーション層
１５４を形成する。
【０３３４】
　このようなカラーフィルター１５０及びブラックマトリクス１５１を設ける構造は、図
７（Ａ）と同様である。その他の構成は、図５と同様であるため説明を省略する。
【０３３５】
　図１２（Ｂ）には、図１２（Ａ）と異なり、カラーフィルター１５０と、ブラックマト
リクス１５１とが重ならないように設ける。重ならないカラーフィルター１５０と、ブラ
ックマトリクス１５１の構成は図７（Ｂ）と同様である。
【０３３６】
　その他の構成は、図１２（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０３３７】
　図１２（Ｃ）には、図１２（Ａ）（Ｂ）と異なり、ブラックマトリクス１５１を対向基
板１５５側に設けた構造を示す。ブラックマトリクス１５１を設ける領域は、少なくとも
薄膜トランジスタ１６０上方であればよい。
【０３３８】
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　ブラックマトリクス１５１を対向基板１５５に設けたことにより、カラーフィルター１
５０を薄膜トランジスタ１６０、共通電極４０１、及び導電層４０２に渡って形成するこ
とができる。
【０３３９】
　本実施の形態において、薄膜トランジスタ１６０は、非晶質半導体層４１１上に絶縁層
４０３を有するチャネル保護型であるとよい。チャネル保護のための絶縁層４０３の両端
を覆うように、ソース電極及びドレイン電極１１６が設けられる。絶縁層４０３によって
、非晶質半導体層４１１が露出されない。そのため、薄膜トランジスタ１６０を覆ってカ
ラーフィルター１５０が設けられる場合、カラーフィルターからの不純物元素が非晶質半
導体層４１１に侵入することを防止できる。勿論、実施の形態４で示したチャネルエッチ
型の薄膜トランジスタ１６０を用いてもよいが、非晶質半導体層４１１とカラーフィルタ
ー１５０とが接しないように、絶縁層４０３を設けることが望ましい。
【０３４０】
　上述したようにカラーフィルター１５０は有機材料を用いて形成するため、平坦化膜と
しての機能も有する。すなわち、絶縁層１０６の代わりに、カラーフィルター１５０を設
け、その表面も平坦化することが可能となる。このようなブラックマトリクス１５１を対
向基板１５５側に設ける構造は、図７（Ｃ）と同様である。
【０３４１】
　なおブラックマトリクス１５１は、絶縁基板１００の裏面側に設けてもよい。
【０３４２】
　その他の構成は、図１２（Ａ）と同様であるため説明を省略する。
【０３４３】
　本実施の形態であっても、実施の形態５と同様に、共通電極４０１と、櫛歯状の第１電
極１０３とに電圧を印加すると、これら電極の間にも電界が生じるため、液晶材料の傾き
を制御し、階調表示を行うことができる。その結果、櫛歯状の第３電極１０５と、櫛歯状
の第１電極１０３の１組の電極によって生じる電界では、上手く傾きが制御されなかった
液晶材料に対しても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制御する
ことができる。
【０３４４】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から１４を変形したものを示し
ている。したがって、実施の形態１から実施の形態１４で述べた内容は、本実施の形態に
も適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０３４５】
　（実施の形態１６）
　本実施の形態では、液晶表示装置の画素部の上面図について説明する。
【０３４６】
　図１３には、上記実施の形態４（図４）に示す断面構造に相当する上面図を示す。薄膜
トランジスタ（ＴＦＴとも記す）１６０は、非晶質半導体層４１１を有し、ゲート電極１
１３が下方に設けられたボトムゲート型構造をとる。ゲート電極１１３と同一層で、走査
線４１３を形成することができる。
【０３４７】
　ゲート電極１１３を覆って、非晶質半導体層４１１を形成する。また、非晶質半導体層
４１１を用いて、共通電極４０１を形成することができる。但し、共通電極４０１は導電
性が高い材料から形成されることが望まれるため、半導体層に不純物元素を添加するとよ
い。また非晶質半導体層４１１を用いることなく、導電性材料を用いて共通電極４０１を
形成してもよい。
【０３４８】
　非晶質半導体層４１１の両端を覆うようにソース電極及びドレイン電極１１６を形成す
る。ソース電極及びドレイン電極１１６と同一層で、信号線４１６を形成することができ
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る。
【０３４９】
　第１電極１０３と、第３電極１０５とを同一層から形成する。第１電極１０３及び第３
電極１０５は、櫛歯状に加工されており、交互になるように配置される。第１電極１０３
は、開口部を介してソース電極及びドレイン電極１１６のいずれか一方に接続される。第
３電極１０５は、開口部を介して共通電極４０１に接続される。
【０３５０】
　また第３電極１０５と同一層（図１３中Ａで示す領域）で、一画素中に設けられた共通
電極４０１同士を、電気的に接続する。
【０３５１】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から１５を変形したものを示し
ている。したがって、実施の形態１から実施の形態１５で述べた内容は、本実施の形態に
も適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０３５２】
　よって、本実施の形態の画素部の構造は、上記実施の形態と自由に組み合わせることが
できる。
【０３５３】
　（実施の形態１７）
　本実施の形態では、上記実施の形態と異なる画素部の上面図について説明する。
【０３５４】
　図１４には、図１３と異なり、櫛歯状の第１電極１０３及び櫛歯状の第３電極１０５が
長辺の中心部で曲がったくの字型を有する。曲げられる箇所は中心部でなくともよい。ま
た複数箇所で曲げられてもよい。このようにくの字型に曲げられた第１電極１０３及び第
３電極１０５により、視野角を広くすることができ好ましい。くの字型の第１電極１０３
及び第３電極１０５の第１の方向に沿う液晶分子と、第２の方向に沿う液晶分子が存在す
るからである。
【０３５５】
　また、同様の効果を得るために、画素の中心線から２つの領域にわけ、第１の領域では
直線状の第１電極１０３及び第３電極１０５が一定の角度をもって配置されており、第２
の領域では中心線を基準に線対称とするように直線状の第１電極１０３及び第３電極１０
５が配置される形態であってもよい。
【０３５６】
　なお、本実施の形態は、実施の形態１から実施の形態３で述べた内容を、トランジスタ
と共に具現化した場合の一例を示しており、実施の形態４から１６を変形したものを示し
ている。したがって、実施の形態１から実施の形態１６で述べた内容は、本実施の形態に
も適用させたり、組み合わせたりすることが出来る。
【０３５７】
　（実施の形態１８）
　本実施の形態では、図１に示した構成において、反射領域Ａと透過領域Ｂとを有する液
晶表示装置の構造について説明する。
【０３５８】
　図１５に示すように、反射領域には反射電極６５２が設けられている。透過領域には反
射電極６５２と接続された透光性電極６５４が設けられている。透光性電極６５４は共通
電極としても機能する。また液晶材料６５３を介して対向基板１５５が設けられている。
【０３５９】
　また液晶材料６５３を介して設けられた対向基板１５５の外側に位相差板６５０を配置
する。つまり、対向基板１５５と偏光板の間に、位相差板６５０を配置する。位相差板に
は、λ／４板やλ／２板がある。位相差板を設けることにより、反射領域と、透過領域と
で、光の透過量を適切に制御することができる。そのため、透過型として表示させるとき
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と、反射型として表示させるときとで、概ね同様な画像を表示させることができる。
【０３６０】
　その他の構成は図１と同様であるため説明を省略する。
【０３６１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０３６２】
　なお、実施の形態１から実施の形態１７で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０３６３】
　（実施の形態１９）
　本実施の形態では上記実施の形態と異なり、位相差板を対向基板の内側に設ける構造を
説明する。
【０３６４】
　図１６に示すように、対向基板１５５の内側、つまり液晶材料６５３側に位相差板６５
０を配置する。このような構成により、反射領域と、透過領域とで、光の透過量を適切に
制御することができる。そのため、透過型として表示させるときと、反射型として表示さ
せるときとで、概ね同様な画像を表示させることができる。
【０３６５】
　その他の構成は図１５と同様であるため説明を省略する。
【０３６６】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０３６７】
　なお、実施の形態１から実施の形態１８で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０３６８】
　（実施の形態２０）
　本実施の形態では、反射領域と透過領域とにおけるセルギャップを制御する構成につい
て説明する。
【０３６９】
　図１７に示すように、対向基板１５５側に、セルギャップを調整するための膜６５７を
設ける。膜６５７の上（液晶に近い側）に、配向膜を形成する。このような膜６５７はア
クリルなどの有機材料によって作製される。セルギャップは、反射領域の方が、透過領域
より小さくなるようにする。このような構成により、反射領域と、透過領域とで、光の透
過量を適切に制御することができる。そのため、透過型として表示させるときと、反射型
として表示させるときとで、概ね同様な画像を表示させることができる。
【０３７０】
　その他の構成は図１５と同様であるため説明を省略する。
【０３７１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０３７２】
　なお、実施の形態１から実施の形態１９で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０３７３】
　（実施の形態２１）
　本実施の形態では、上記実施の形態と異なり、セルギャップを調整するための膜に、光
散乱用粒子を混在させた構成について説明する。
【０３７４】
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　図１８に示すように、セルギャップを調整するための膜６５７に、光散乱用粒子６５８
を混在させる。光散乱用粒子６５８とは、セルギャップ調整膜とは異なる屈折率を有する
材質で出来ている。このような光散乱用粒子を、セルギャップを調整するための膜に混在
させて作製すればよい。
【０３７５】
　このような構成により、光を拡散させることが出来るため、輝度を向上させることが出
来る。
【０３７６】
　その他の構成は図１５と同様であるため説明を省略する。
【０３７７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０３７８】
　なお、実施の形態１から実施の形態２０で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０３７９】
　（実施の形態２２）
　本実施の形態では、図１に示した構成において、反射領域を設けた構成について説明す
る。
【０３８０】
　図１９に示すように、本実施の形態は、ゲート電極１１３と同時に形成した電極を反射
電極６５２としている反射型である。この反射電極６５２を、ゲート配線と概ね平行に配
置することにより、レイアウトが効率的にできるようになる。また、ゲート配線と同時に
形成できるため、プロセス工程を低減し、コストを低減することが出来る。
【０３８１】
　なお、実施の形態１から実施の形態２１で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０３８２】
　（実施の形態２３）
　本実施の形態では、上記実施の形態２２と、反射領域と、透過領域を設けた点が異なる
構成について説明する。
【０３８３】
　図２０に示すように、本実施の形態の構成は、ゲート電極１１３と同時に形成した電極
を反射電極６５２としている半透過型である。この反射電極６５２を、コモン配線として
使用できる。また、ゲート配線と概ね平行に配置することにより、レイアウトが効率的に
できるようになる。また、ゲート配線と同時に形成できるため、プロセス工程を低減し、
コストを低減することが出来る。
【０３８４】
　なお、実施の形態１から実施の形態２２で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０３８５】
　（実施の形態２４）
　本実施の形態では、上記実施の形態２３と、反射電極と、透光性電極との作製順序が異
なる構成について説明する。
【０３８６】
　図２１に示すように、先に透光性電極６５４を形成し、透光性電極６５４上の一部に反
射電極６５２を形成する。そして反射電極６５２には、電極１１７が接続される。
【０３８７】
　このような構成により、反射電極６５２をゲート電極１１３と同時に形成できる。この
反射電極６５２を、コモン配線として使用できる。また、ゲート配線と概ね平行に配置す
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ることにより、レイアウトが効率的にできるようになる。ゲート配線と同時に形成できる
ため、プロセス工程を低減し、コストを低減することが出来る。
【０３８８】
　その他の構成は図２０と同様であるため説明を省略する。
【０３８９】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０３９０】
　なお、実施の形態１から実施の形態２３で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０３９１】
　（実施の形態２５）
　本実施の形態では、上記実施の形態２４と、透光性電極を設けない点が異なる構成につ
いて説明する。
【０３９２】
　図２２に示すように、反射領域には反射電極６５２を形成するが、透過領域には電極を
形成しない。そして反射電極６５２には、電極１１７が接続される。
【０３９３】
　このような構成により、反射電極６５２をゲート電極１１３と同時に形成できる。この
反射電極６５２を、コモン配線として使用できる。また、ゲート配線と概ね平行に配置す
ることにより、レイアウトが効率的にできるようになる。ゲート配線と同時に形成できる
ため、プロセス工程を低減し、コストを低減することが出来る。
【０３９４】
　その他の構成は図２１と同様であるため説明を省略する。
【０３９５】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０３９６】
　なお、実施の形態１から実施の形態２４で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０３９７】
　（実施の形態２６）
　本実施の形態では、上記実施の形態２２と、コモン配線として機能する導電層６５９を
設けた点が異なる構成について説明する。
【０３９８】
　図２３に示すように、反射領域において、下地層１０１上に導電層６５９を形成する。
導電層６５９はゲート電極と同時に作製することができる。そして、導電層６５９に接続
した反射電極として機能する電極１１７を有する。
【０３９９】
　このような構成により、この導電層６５９を、コモン配線として使用できる。また、ゲ
ート配線と概ね平行に配置することにより、レイアウトが効率的にできるようになる。ゲ
ート配線と同時に形成できるため、プロセス工程を低減し、コストを低減することが出来
る。
【０４００】
　その他の構成は図１９と同様であるため説明を省略する。
【０４０１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４０２】
　なお、実施の形態１から実施の形態２５で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
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り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４０３】
　（実施の形態２７）
　本実施の形態では、上記実施の形態２６と、コモン配線として機能する導電層６５９を
反射領域に有し、さらに透過領域を設けた点が異なる構成について説明する。
【０４０４】
　図２４に示すように、反射領域において、下地層１０１上に導電層６５９を形成し、導
電層６５９に接続された反射電極として機能させる電極１１７を形成する。さらに透過領
域には、電極１１７に接続された透光性電極６５４を形成する。
【０４０５】
　このような構成により、この導電層６５９を、コモン配線として使用できる。また、ゲ
ート配線と概ね平行に配置することにより、レイアウトが効率的にできるようになる。ゲ
ート配線と同時に形成できるため、プロセス工程を低減し、コストを低減することが出来
る。
【０４０６】
　その他の構成は図２３と同様であるため説明を省略する。
【０４０７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４０８】
　なお、実施の形態１から実施の形態２６で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４０９】
　（実施の形態２８）
　本実施の形態では、上記実施の形態２７と、反射電極と、透光性電極との作製順序が異
なる構成について説明する。
【０４１０】
　図２５に示すように、先に透光性電極６５４を形成し、透光性電極６５４上の一部に反
射電極として機能させる電極１１７を形成する。
【０４１１】
　このような構成により、導電層６５９を、コモン配線として使用できる。また、ゲート
配線と概ね平行に配置することにより、レイアウトが効率的にできるようになる。ゲート
配線と同時に形成できるため、プロセス工程を低減し、コストを低減することが出来る。
【０４１２】
　その他の構成は図２４と同様であるため説明を省略する。
【０４１３】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４１４】
　なお、実施の形態１から実施の形態２７で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４１５】
　（実施の形態２９）
　本実施の形態では、上記実施の形態２８と、コモン配線として機能する導電層６５９を
反射領域に形成し、透光性電極を設けない点が異なる構成について説明する。
【０４１６】
　図２６に示すように、反射領域には導電層６５９を形成するが、透過領域には電極を形
成しない。そして導電層６５９には、反射電極として機能する電極１１７が接続される。
【０４１７】
　このような構成により、導電層６５９を、コモン配線として使用できる。また、ゲート
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配線と概ね平行に配置することにより、レイアウトが効率的にできるようになる。ゲート
配線と同時に形成できるため、プロセス工程を低減し、コストを低減することが出来る。
【０４１８】
　その他の構成は図２５と同様であるため説明を省略する。
【０４１９】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４２０】
　なお、実施の形態１から実施の形態２８で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４２１】
　（実施の形態３０）
　本実施の形態では、上記実施の形態２９と、透過領域に透光性電極を形成する点が異な
る構成について説明する。
【０４２２】
　図２７に示すように、反射領域に形成された導電層６５９を有し、透過領域には、導電
層６５９に接続された透光性電極６５４を形成する。そして導電層６５９には、電極１１
７が接続される。導電層６５９は、反射電極としても機能し、コモン配線としても機能す
る。
【０４２３】
　このような構成により、導電層６５９を、コモン配線として使用できる。また、ゲート
配線と概ね平行に配置することにより、レイアウトが効率的にできるようになる。ゲート
配線と同時に形成できるため、プロセス工程を低減し、コストを低減することが出来る。
【０４２４】
　その他の構成は図２５と同様であるため説明を省略する。
【０４２５】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４２６】
　なお、実施の形態１から実施の形態２９で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４２７】
　（実施の形態３１）
　本実施の形態では、上記実施の形態３０と、反射領域において、絶縁層に凹凸形状部を
形成した点が異なる構成について説明する。
【０４２８】
図２８に示すように、反射領域において、絶縁層１０６に凹凸部を形成する。
【０４２９】
　絶縁層１０６の凹凸部に沿うように、導電層６６０を形成する。導電層６６０は、反射
性の高い材料を使用する。導電層６６０は、電極１１７と同一材料から形成してもよい。
絶縁層１０６の凹凸部に沿うように形成された導電層６６０により、反射率を高めること
ができる。
【０４３０】
　また、凹凸部は、絶縁層１０６にコンタクトホールを開けるのと同時に形成することが
出来る。よって、プロセス工程の増加が必要なく、反射領域に凹凸を形成することができ
る。
【０４３１】
　また透過領域において、導電層６５９に接続された透光性電極６５４を形成する。透光
性電極６５４は、導電層６６０とも接続される。導電層６５９は、反射電極として機能す
る。
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【０４３２】
　その他の構成は図２７と同様であるため説明を省略する。
【０４３３】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４３４】
　なお、実施の形態１から実施の形態３０で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４３５】
　（実施の形態３２）
　本実施の形態では、上記実施の形態３１と、反射電極と、透光性電極との作製順序が異
なる構成について説明する。
【０４３６】
　図２９に示すように、先に、透光性電極６５４を形成する。そして、反射領域のみに、
透光性電極６５４に接続される導電層６５９を形成する。導電層６５９は、反射電極とし
て機能する。その後、絶縁層１０６に凹凸部を設け、この凹凸部に沿うように、導電層６
６０を形成する。導電層６６０は、導電層６５９に接続される。
【０４３７】
　また、凹凸部は、絶縁層１０６にコンタクトホールを開けるのと同時に行うことが出来
る。よって、プロセス工程の増加が必要なく、反射領域に凹凸を形成することができる。
【０４３８】
　その他の構成は図２８と同様であるため説明を省略する。
【０４３９】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４４０】
　なお、実施の形態１から実施の形態３１で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４４１】
　（実施の形態３３）
　本実施の形態では、上記実施の形態３２と、透光性電極を形成しない点が異なる構成に
ついて説明する。
【０４４２】
　図３０に示すように、反射領域に導電層６５９を形成する。導電層６５９は反射電極と
して機能する。そして、透過領域には、透光性電極を形成しない。その後絶縁層１０６に
凹凸部を設け、この凹凸部に沿うように導電層６６０は設けられ、導電層６５９と接続さ
れる。このとき、導電層６６０の下面、つまり凹部に設けられた導電層６６０の底面は、
すべて導電層６５９に接する構成とする。
【０４４３】
　また、凹凸部は、絶縁層１０６にコンタクトホールを開けるのと同時に行うことが出来
る。よって、プロセス工程の増加が必要なく、反射領域に凹凸を形成することができる。
【０４４４】
　その他の構成は図２９と同様であるため説明を省略する。
【０４４５】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４４６】
　なお、実施の形態１から実施の形態３２で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４４７】



(46) JP 5194071 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

　（実施の形態３４）
　本実施の形態では、上記実施の形態３３と、凹部に設けられた導電層６６０の底面の一
部のみが、導電層６５９に接する点が異なる構成について説明する。
【０４４８】
　図３１に示すように、導電層６６０の下面、つまり凹部に設けられた導電層６６０の底
面の一部のみ、導電層６５９に接し、導電層の底面の他部は、下地層１０１に接する。
【０４４９】
　また、この凹凸部は、絶縁層１０６にコンタクトホールを開けるのと同時に行うことが
出来る。よって、プロセス工程の増加が必要なく、反射領域に凹凸部を形成することがで
きる。
【０４５０】
　その他の構成は図３１と同様であるため説明を省略する。
【０４５１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４５２】
　なお、実施の形態１から実施の形態３３で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４５３】
　（実施の形態３５）
　本実施の形態では、上記実施の形態２５と、絶縁層１０７に開口部を設けた点が異なる
構成について説明する。
【０４５４】
　図３２に示すように、絶縁層１０７に開口部を形成する。開口部を形成する領域は、透
過領域とする。
【０４５５】
　このような構成により、透過領域でのセルギャップを厚くすることが出来る。
【０４５６】
　また反射領域に設けられた導電層６５９は、反射電極として機能し、電極１１７を介し
て第３電極１０５に接続される。
【０４５７】
　その他の構成は図２２と同様であるため説明を省略する。
【０４５８】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４５９】
　なお、実施の形態１から実施の形態３４で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４６０】
　（実施の形態３６）
　本実施の形態では、上記実施の形態３５と、透過領域に透光性電極を形成した点が異な
る構成について説明する。
【０４６１】
　図３３に示すように、透過領域に透光性電極６５４を形成する。透光性電極６５４は、
反射領域に設けられた導電層６５９と接続される。
【０４６２】
　このような構成により、透過領域でのセルギャップを厚くすることが出来る。
【０４６３】
　その他の構成は図３２と同様であるため説明を省略する。
【０４６４】
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本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制御
することができる。
【０４６５】
　なお、実施の形態１から実施の形態３５で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４６６】
　（実施の形態３７）
　本実施の形態では、上記実施の形態３６と、反射電極と、透光性電極との作製順序が異
なる構成について説明する。
【０４６７】
　図３４に示すように、下地層１０１上に、透光性電極６５４を形成する。その後、反射
領域のみに、導電層６５９を形成する。導電層６５９は、反射電極として機能する。
【０４６８】
　このような構成により、透過領域でのセルギャップを厚くすることが出来る。
【０４６９】
　その他の構成は図３３と同様であるため説明を省略する。
【０４７０】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４７１】
　なお、実施の形態１から実施の形態３６で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４７２】
　（実施の形態３８）
本実施の形態では、上記実施の形態３７と、反射電極を絶縁層１０６上に形成した点が異
なる構成について説明する。
【０４７３】
　図３５に示すように、絶縁層１０６に開口部を形成し、導電層６５９と接続された電極
１１７を形成する。電極１１７を反射電極として機能させるため、反射領域にのみ形成さ
れる。その後、電極１１７を覆うように、絶縁層１０７を形成し、透過領域において、絶
縁層１０７に開口部を形成する。
【０４７４】
　このような構成により、透過領域でのセルギャップを厚くすることが出来る。
【０４７５】
　その他の構成は図３４と同様であるため説明を省略する。
【０４７６】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４７７】
　なお、実施の形態１から実施の形態３７で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４７８】
　（実施の形態３９）
　本実施の形態では、上記実施の形態３８と、絶縁層１０６に凹凸部を設けた点が異なる
構成について説明する。
【０４７９】
　図３６に示すように、下地層１０１上に設けられた導電層６５９と、導電層６５９を覆
う絶縁層１０６を有する。絶縁層１０６は、導電層６５９上方にて、凹凸部が形成される
。この凹凸部を沿うように導電層６６０が形成される。導電層６６０は、導電層６５９と
接続される。導電層６６０は、電極１１７と同一材料から形成してもよい。このとき、導
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電層６６０の下面、つまり凹部に設けられた導電層６６０の底面全体が、導電層６５９に
接する。
【０４８０】
　このような構成により、透過領域でのセルギャップを厚くすることが出来る。
【０４８１】
　その他の構成は図３５と同様であるため説明を省略する。
【０４８２】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４８３】
　なお、実施の形態１から実施の形態３８で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４８４】
　（実施の形態４０）
　本実施の形態では、上記実施の形態３９と、凹部に設けられた導電層６６０の底面の一
部のみ、導電層６５９に接した点が異なる構成について説明する。
【０４８５】
　図３７に示すように、絶縁層１０６は、導電層６５９上方にて、凹凸部が形成される。
この凹凸部に沿うように形成された導電層６６０を有する。導電層６６０は、その下面、
つまり凹部に設けられた導電層６６０の底面の一部のみ、導電層６５９に接する。また導
電層６５９に接して透光性電極６５４が設けられており、導電層の底面の他部は、透光性
電極６５４に接する。
【０４８６】
　このような構成により、透過領域でのセルギャップを厚くすることが出来る。
【０４８７】
　その他の構成は図３６と同様であるため説明を省略する。
【０４８８】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４８９】
　なお、実施の形態１から実施の形態３９で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４９０】
　（実施の形態４１）
　本実施の形態では、上記実施の形態３０と、導電層６６０が、同一絶縁層上に形成され
た導電層６５９と、透光性電極６５４とに接続した点が異なる構成について説明する。
【０４９１】
　図３８に示すように、下地層１０１上に形成された導電層６５９、及び透光性電極６５
４を覆って、絶縁層１０６は形成される。絶縁層１０６には、導電層６５９、及び透光性
電極６５４が露出されるような開口部が形成される。開口部に導電層６６０を形成するこ
とにより、導電層６５９と、透光性電極６５４とに接続する。
【０４９２】
　このような構成により、導電層６５９をコモン配線として用いることが出来る。
【０４９３】
　その他の構成は図２７と同様であるため説明を省略する。
【０４９４】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０４９５】
　なお、実施の形態１から実施の形態４０で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
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り、組み合わせたりすることが出来る。
【０４９６】
　（実施の形態４２）
　本実施の形態では、上記実施の形態４１と、絶縁層１０７に開口部を設けた点が異なる
構成について説明する。
【０４９７】
　図３９に示すように、透過領域において、絶縁層１０７に開口部が設けられ、一部の第
１電極１０３、第３電極１０５は、絶縁層１０６上に形成される。
【０４９８】
　このような構成により、導電層６５９をコモン配線として用いることが出来る。
【０４９９】
　その他の構成は図３８と同様であるため説明を省略する。
【０５００】
本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制御
することができる。
【０５０１】
　なお、実施の形態１から実施の形態４１で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５０２】
　（実施の形態４３）
　本実施の形態では、上記実施の形態４２と、絶縁層１０６に凹凸形状の開口部を形成す
る点が異なる構成について説明する。
【０５０３】
　図４０に示すように、反射領域において、絶縁層１０６に凹凸部を形成する。この凹凸
部を沿うように、導電層６６０を形成する。そして導電層６６０の一部に第３電極１０５
が接続され、導電層６６０の他部に導電層６５９と、透光性電極６５４とが接続される。
【０５０４】
　このような構成により、導電層６５９をコモン配線として用いることが出来る。
【０５０５】
　その他の構成は図３９と同様であるため説明を省略する。
【０５０６】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５０７】
　なお、実施の形態１から実施の形態４２で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５０８】
　（実施の形態４４）
　本実施の形態では、図２の構成において、反射領域と透過領域を設け、反射領域のみに
反射電極６５２を有する構成について説明する。
【０５０９】
　図４１に示すように、反射領域において、反射電極６５２を絶縁層１０６上に形成する
。そして、反射電極６５２と、第３電極１０５とが接続される。
【０５１０】
　その他の構成は図２と同様であるため説明を省略する。
【０５１１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５１２】
　なお、実施の形態１から実施の形態４３で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた



(50) JP 5194071 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５１３】
　（実施の形態４５）
　本実施の形態では、上記実施の形態４４と、凹凸部を有する絶縁層１０６に反射電極を
形成する点が異なる構成について説明する。
【０５１４】
　図４２に示すように、反射領域において、絶縁層１０６に凹凸部を形成する。この凹凸
部を沿うように、反射電極６５２を形成する。そして反射電極６５２と、第３電極１０５
とが接続される。
【０５１５】
　また、この凹凸部は、絶縁層１０６にコンタクトホールを開けるのと同時に形成するこ
とが出来る。よって、プロセス工程の増加が必要なく、凹凸形状の反射電極を形成するこ
とができる。
【０５１６】
　その他の構成は図４１と同様であるため説明を省略する。
【０５１７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５１８】
　なお、実施の形態１から実施の形態４４で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５１９】
　（実施の形態４６）
　本実施の形態では、上記実施の形態４４と、絶縁層１０７に開口部を形成した点が異な
る構成について説明する。
【０５２０】
　図４３に示すように、透過領域において、絶縁層１０７に開口部を形成する。また反射
電極６５２は、絶縁層１０６上に形成される。
【０５２１】
　その他の構成は図４１と同様であるため説明を省略する。
【０５２２】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５２３】
　なお、実施の形態１から実施の形態４５で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５２４】
　（実施の形態４７）
　本実施の形態では、図２に示した構成において、反射領域のみを設けた構成について説
明する。
【０５２５】
　図４４に示すように、図２に示した配線１２１を形成せず、反射領域において、絶縁層
１０６上に反射電極６５２を形成する。
【０５２６】
　その他の構成は図２と同様であるため説明を省略する。
【０５２７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５２８】
　なお、実施の形態１から実施の形態４６で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
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り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５２９】
　（実施の形態４８）
　本実施の形態では、上記実施の形態４７と、絶縁層１０６に凹凸形状の開口部を設け、
凹凸形状に沿うように反射電極を形成した点が異なる構成について説明する。
【０５３０】
　図４５に示すように、反射領域において、絶縁層１０６の表面に凹凸部を設け、この凹
凸部に沿うように反射電極６５２を形成する。絶縁層１０６に形成する凹凸形状は、開口
部でなくても構わない。また薄膜トランジスタのソース電極、及びドレイン電極用の開口
部と同時に形成することもできる。なお、凹凸形状により反射率を高めることを目的とし
ており、その範囲を逸脱しない形状であれば、どのような形状であってもよい。
【０５３１】
　また、この凹凸部は、絶縁層１０６にコンタクトホールを開けるのと同時に形成するこ
とが出来る。よって、プロセス工程の増加が必要なく、反射電極に凹凸を形成することが
できる。
【０５３２】
　その他の構成は図４４と同様であるため説明を省略する。
【０５３３】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５３４】
　なお、実施の形態１から実施の形態４７で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５３５】
　（実施の形態４９）
　本実施の形態では、上記実施の形態４７と、絶縁層１０６上に突起物を形成した点が異
なる構成について説明する。
【０５３６】
　図４６に示すように、反射領域において、絶縁層１０６上に導電層６０２を形成する。
導電層６０２は、ソース電極及びドレイン電極１１６と同一層で形成することができる。
【０５３７】
　導電層６０２上に凹凸形状を形成するため、突起物６０３を形成する。突起物６０３は
、有機層をパターニングすることにより形成する。突起物６０３を覆うように、導電層６
０４を形成する。導電層６０２と、導電層６０４とは、突起物６０３の間で、接続される
。導電層６０４は、反射電極として機能する。
【０５３８】
　導電層６０４は、絶縁層１０７に設けられた開口部を介して、第３電極１０５と接続さ
れる。
【０５３９】
　その他の構成は図４４と同様であるため説明を省略する。
【０５４０】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５４１】
　なお、実施の形態１から実施の形態４８で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５４２】
　（実施の形態５０）
　本実施の形態では、上記実施の形態４９と、導電層６０２を形成しない点が異なる構成
について説明する。



(52) JP 5194071 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

【０５４３】
　図４７に示すように、絶縁層１０６上に、突起物６０３を形成し、突起物６０３を覆う
ように、導電層６０４を形成する。導電層６０４は、反射電極として機能する。
【０５４４】
　その他の構成は図４６と同様であるため説明を省略する。
【０５４５】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５４６】
　なお、実施の形態１から実施の形態４９で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５４７】
　（実施の形態５１）
　本実施の形態では、上記実施の形態４７と、反射領域と、透過領域とを設けた点が異な
る構成について説明する。
【０５４８】
　図４８に示すように、反射領域において、絶縁層１０６上に反射電極６５２を形成する
。反射電極６５２に接続された透光性電極６５４を、透過領域において形成する。
【０５４９】
　その他の構成は図４４と同様であるため説明を省略する。
【０５５０】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５５１】
　なお、実施の形態１から実施の形態５０で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５５２】
　（実施の形態５２）
　本実施の形態では、上記実施の形態５１と、反射電極と、透光性電極との作製順序が異
なる構成について説明する。
【０５５３】
　図４９に示すように、反射領域及び透過領域に渡って、透光性電極６５４を形成する。
その後反射領域に、透光性電極６５４に接続された反射電極６５２を形成する。
【０５５４】
　その他の構成は図４８と同様であるため説明を省略する。
【０５５５】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５５６】
　なお、実施の形態１から実施の形態５１で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５５７】
　（実施の形態５３）
　本実施の形態では、上記実施の形態５１と、透過領域において、絶縁層１０６、１０７
に開口部を設けた点が異なる構成について説明する。
【０５５８】
　図５０に示すように、透過領域の絶縁層１０６に開口部を形成する。反射領域では、絶
縁層１０６上に反射電極６５２を形成する。反射電極６５２に接続された透光性電極６５
４を、絶縁層１０６の開口部に形成する。
【０５５９】
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　その後、透過領域において、絶縁層１０７にも開口部を形成する。開口部を形成するこ
とにより、透光性電極６５４が露出する。露出された透光性電極６５４に、一部の第１電
極１０３、第３電極１０５を形成する。
【０５６０】
　その他の構成は図４８と同様であるため説明を省略する。
【０５６１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５６２】
　なお、実施の形態１から実施の形態５２で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５６３】
　（実施の形態５４）
　本実施の形態では、上記実施の形態５１と、反射領域において、絶縁層１０６に凹凸形
状を設けた点が異なる構成について説明する。
【０５６４】
　図５１に示すように、反射領域において、絶縁層１０６に凹凸部を設け、この凹凸部に
沿うように、反射電極６５２を形成する。凹凸形状により、反射電極６５２の反射率を高
めることができる。
【０５６５】
　また、この凹凸形状は、絶縁層１０６にコンタクトホールを開けるのと同時に形成する
ことが出来る。よって、プロセス工程の増加が必要なく、反射電極に凹凸を形成すること
ができる。
【０５６６】
　そして、反射領域、及び透過領域に渡って、透光性電極６５４を形成する。透光性電極
６５４は、反射領域に設けられた反射電極６５２に接続される。また透光性電極６５４は
、第３電極１０５と接続される。
【０５６７】
　その他の構成は図４８と同様であるため説明を省略する。
【０５６８】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５６９】
　なお、実施の形態１から実施の形態５３で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５７０】
　（実施の形態５５）
　本実施の形態では、上記実施の形態５１と、反射領域において、突起物を形成した点が
異なる構成について説明する。
【０５７１】
　図５２に示すように、反射領域において、絶縁層１０６上に突起物６０３を形成する。
突起物６０３を覆うように、導電層６０４を形成する。導電層６０４は、反射電極として
機能する。
【０５７２】
　透過領域において、透光性電極６５４を形成する。透光性電極６５４は、反射領域に形
成された導電層６０４と接続される。
【０５７３】
　その他の構成は図４８と同様であるため説明を省略する。
【０５７４】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
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御することができる。
【０５７５】
　なお、実施の形態１から実施の形態５４で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５７６】
　（実施の形態５６）
　本実施の形態では、上記実施の形態５５と、反射電極６５２と、透光性電極６５４との
作製順序が異なる構成について説明する。
【０５７７】
　図５３に示すように、反射領域、及び透過領域に渡って、透光性電極６５４を形成する
。反射領域において、透光性電極６５４と接続するように、反射電極６５２を形成する。
本実施の形態では、透光性電極６５４の一部と重なるように反射電極６５２を形成する。
【０５７８】
　反射領域において、反射電極６５２上に、突起物６０３を形成する。突起物６０３を覆
うように、導電層６０４を形成する。導電層６０４と、反射電極６５２は、突起物の間で
接続される。
【０５７９】
　その他の構成は図５２と同様であるため説明を省略する。
【０５８０】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５８１】
　なお、実施の形態１から実施の形態５５で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５８２】
　（実施の形態５７）
　本実施の形態では、上記実施の形態５６と、反射電極６５２を形成しない点が異なる構
成について説明する。
【０５８３】
　図５４に示すように、反射領域、及び透過領域に渡って、透光性電極６５４を形成する
。反射領域において、突起物６０３を形成する。一部の突起物６０３は、透光性電極６５
４上にも形成される。
【０５８４】
　これら突起物６０３を覆うように、導電層６０４を形成する。導電層６０４は、反射電
極として機能する。
【０５８５】
　その他の構成は図５３と同様であるため説明を省略する。
【０５８６】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５８７】
　なお、実施の形態１から実施の形態５６で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５８８】
　（実施の形態５８）
　本実施の形態では、上記実施の形態５１と、反射領域において絶縁層１０６上に突起物
６０３を形成した点が異なる構成について説明する。
【０５８９】
　図５５に示すように、反射領域において、絶縁層１０６上に反射電極６５２を形成する
。反射電極６５２上には、突起物６０３を形成する。突起物６０３を覆うように、導電層
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６０４を形成する。
【０５９０】
　その他の構成は図４８と同様であるため説明を省略する。
【０５９１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５９２】
　なお、実施の形態１から実施の形態５７で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５９３】
　（実施の形態５９）
　本実施の形態では、上記実施の形態５８と異なり、反射電極６５２を形成しない構成に
ついて説明する。
【０５９４】
　図５６に示すように、反射領域において、突起物６０３を形成する。これら突起物６０
３を覆うように、導電層６０４を形成する。導電層６０４は、反射電極として機能する。
【０５９５】
　その他の構成は図５５と同様であるため説明を省略する。
【０５９６】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０５９７】
　なお、実施の形態１から実施の形態５８で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０５９８】
　（実施の形態６０）
　本実施の形態では、上記実施の形態５９と反射領域のみを有する点が異なる構成につい
て説明する。
【０５９９】
　図５７に示すように、反射領域のみを有し、反射領域に突起物６０３を形成する。突起
物６０３を覆って、導電層６０４が形成される。導電層６０４は、ソース電極及びドレイ
ン電極１１６と同一層から形成することができる。
【０６００】
　その他の構成は図５６と同様であるため説明を省略する。
【０６０１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６０２】
　なお、実施の形態１から実施の形態５９で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６０３】
　（実施の形態６１）
　本実施の形態では、上記実施の形態５９と反射領域に形成する突起物及び導電層を形成
した後、透過領域に導電層を形成した点が異なる構成について説明する。
【０６０４】
　図５８に示すように、反射領域において、突起物６０３を形成する。突起物６０３を覆
うように、導電層６０４を形成する。導電層６０４は、反射電極として機能する。
【０６０５】
　反射領域、及び透過領域に渡って、透光性電極６５４を形成する。透光性電極６５４は
、導電層６０４と接続される。
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【０６０６】
　その他の構成は図５６と同様であるため説明を省略する。
【０６０７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６０８】
　なお、実施の形態１から実施の形態６０で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６０９】
　（実施の形態６２）
　本実施の形態では、上記実施の形態６１とは、導電層６０４と、透光性電極６５４との
作製順序が異なる構成について説明する。
【０６１０】
　図５９に示すように、反射領域に突起物６０３を形成する。一部の突起物６０３を覆い
つつ、透過領域に透光性電極６５４を形成する。その後、反射領域に、透光性電極６５４
に接続された導電層６０４を形成する。導電層６０４は、反射電極として機能する。
【０６１１】
　その他の構成は図５８と同様であるため説明を省略する。
【０６１２】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６１３】
　なお、実施の形態１から実施の形態６１で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６１４】
　（実施の形態６３）
　本実施の形態では、上記実施の形態５９と反射領域に突起物６０３を形成し、突起物６
０３を覆う導電層に、ソース電極及びドレイン電極と同一層を用いた点が異なる構成につ
いて説明する。
【０６１５】
　図６０に示すように、反射領域に突起物６０３を形成する。突起物６０３を覆うように
導電層６０４を形成する。導電層６０４は、ソース電極及びドレイン電極と同一層を用い
ることができ、反射電極として機能する。
【０６１６】
　その他の構成は図５６と同様であるため説明を省略する。
【０６１７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６１８】
　なお、実施の形態１から実施の形態６２で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６１９】
　（実施の形態６４）
　本実施の形態では、図３に示した構成において、反射領域を設けた構成について説明す
る。
【０６２０】
　図６１に示すように、図３で示した配線１３１を形成せず、下地層１０１上に反射電極
６５２を形成する。
【０６２１】
　その他の構成は図３と同様であるため説明を省略する。
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【０６２２】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６２３】
　なお、実施の形態１から実施の形態６３で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６２４】
　（実施の形態６５）
　本実施の形態では、上記実施の形態６４と、反射領域と透過領域を設けた点が異なる構
成について説明する。
【０６２５】
　図６２に示すように、反射領域において反射電極６５２を形成した後、反射領域、及び
透過領域に渡って、透光性電極６５４を形成する。
【０６２６】
　その他の構成は図６１と同様であるため説明を省略する。
【０６２７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６２８】
　なお、実施の形態１から実施の形態６４で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６２９】
　（実施の形態６６）
　本実施の形態では、上記実施の形態６５とは、反射電極と、透光性電極との作製順序が
異なる構成について説明する。
【０６３０】
　図６３に示すように、反射領域、及び透過領域に渡って透光性電極６５４を形成する。
その後、反射領域にのみ、反射電極６５２を形成する。
【０６３１】
　その他の構成は図６２と同様であるため説明を省略する。
【０６３２】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６３３】
　なお、実施の形態１から実施の形態６５で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６３４】
　（実施の形態６７）
　本実施の形態では、上記実施の形態６５と反射電極を反射領域のみに選択的に形成した
点が異なる構成について説明する。
【０６３５】
　図６４に示すように、反射領域にのみ、反射電極６５２を形成する。
【０６３６】
　その他の構成は図６１と同様であるため説明を省略する。
【０６３７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６３８】
　なお、実施の形態１から実施の形態６６で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
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【０６３９】
　（実施の形態６８）
　本実施の形態では、図４に示した構成において、反射領域を設けた構成について説明す
る。
【０６４０】
　図６５に示すように、図４で示した導電層４０２を形成せず、反射領域において、反射
電極６５２を形成する。その後、反射電極６５２は、薄膜トランジスタ１６０のゲート絶
縁層４１２に覆われる。ゲート絶縁層４１２、絶縁層１０６に開口部を設け、開口部を介
して、反射電極６５２と、第３電極１０５とが接続される。
【０６４１】
　このような構成により、反射電極６５２をコモン配線として用いることが出来る。
【０６４２】
　その他の構成は図４と同様であるため説明を省略する。
【０６４３】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６４４】
　なお、実施の形態１から実施の形態６７で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６４５】
　（実施の形態６９）
　本実施の形態では、上記実施の形態６８と、反射領域及び透過領域を設けた点が異なる
構成について説明する。
【０６４６】
　図６６に示すように、反射領域、及び透過領域に渡って、透光性電極６５４を形成する
。そして、反射領域にのみ、透光性電極６５４と接続される反射電極６５２を形成する。
透光性電極６５４及び反射電極６５２は、ゲート絶縁層４１２によって覆われる。ゲート
絶縁層４１２、絶縁層１０６に開口部を設け、開口部を介して、反射電極６５２と、第３
電極１０５とが接続される。
【０６４７】
　このような構成により、反射電極６５２をコモン配線として用いることが出来る。
【０６４８】
　その他の構成は図６５と同様であるため説明を省略する。
【０６４９】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６５０】
　なお、実施の形態１から実施の形態６８で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６５１】
　（実施の形態７０）
　本実施の形態では、上記実施の形態６８と、反射領域にのみ選択的に反射電極を形成し
た点が異なる構成について説明する。
【０６５２】
　図６７に示すように、反射領域にのみ選択的に反射電極６５２を形成する。反射電極６
５２は、ゲート絶縁層４１２によって覆われる。ゲート絶縁層４１２、絶縁層１０６に開
口部を設け、開口部を介して、反射電極６５２と、第３電極１０５とが接続される。
【０６５３】
　このような構成により、反射電極６５２をコモン配線として用いることが出来る。
【０６５４】
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　その他の構成は図６５と同様であるため説明を省略する。
【０６５５】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６５６】
　なお、実施の形態１から実施の形態６９で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６５７】
　（実施の形態７１）
　本実施の形態では、上記実施の形態６９と、透過領域において、絶縁層１０６に開口部
を形成した点が異なる構成について説明する。
【０６５８】
　図６８に示すように、透過領域、及び反射領域に渡って、透光性電極６５４を形成する
。そして反射領域にのみ選択的に反射電極６５２を形成する。透光性電極６５４、及び反
射電極６５２は、ゲート絶縁層４１２によって覆われる。
【０６５９】
　透過領域において、絶縁層１０６に開口部を形成する。開口部において、ゲート絶縁層
４１２上に、一部の第１電極１０３、第３電極１０５を形成する。
【０６６０】
　このような構成により、反射電極６５２をコモン配線として用いることが出来る。
【０６６１】
　その他の構成は図６６と同様であるため説明を省略する。
【０６６２】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６６３】
　なお、実施の形態１から実施の形態７０で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６６４】
　（実施の形態７２）
　本実施の形態では、上記実施の形態６９と異なり、透過領域において、絶縁層１０６に
開口部を形成し、透光性電極を形成しない構成について説明する。
【０６６５】
　図６９に示すように、反射領域にのみ反射電極６５２を形成する。反射電極６５２は、
ゲート絶縁層４１２によって覆われる。
【０６６６】
　透過領域において、絶縁層１０６に開口部を形成する。開口部において、ゲート絶縁層
４１２上に、一部の第１電極１０３、第３電極１０５を形成する。本実施の形態において
、透過領域には、透光性電極は形成しない。
【０６６７】
　このような構成により、反射電極６５２をコモン配線として用いることが出来る。
【０６６８】
　その他の構成は図６６と同様であるため説明を省略する。
【０６６９】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６７０】
　なお、実施の形態１から実施の形態７１で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６７１】
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　（実施の形態７３）
　本実施の形態では、図５に示した構成において、反射領域を設けた構成について説明す
る。
【０６７２】
図７０に示すように、図５で示した導電層５０２を形成せず、反射領域に、反射電極６５
２を形成する。反射電極６５２は、薄膜トランジスタ１６０のゲート絶縁層４１２上に設
けられる。絶縁層１０６に開口部を設け、開口部を介して、反射電極６５２と、第３電極
１０５とが接続される。
【０６７３】
　またコモン配線として導電層６０１を形成する。導電層６０１は、ゲート絶縁層４１２
、絶縁層１０６の開口部を介して、第３電極１０５が接続される。
【０６７４】
　その他の構成は図５と同様であるため説明を省略する。
【０６７５】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６７６】
　なお、実施の形態１から実施の形態７２で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６７７】
　（実施の形態７４）
　本実施の形態では、上記実施の形態７３と反射領域に突起物を設けた点が異なる構成に
ついて説明する。
【０６７８】
図７１に示すように、反射領域において、導電層６６１を形成する。導電層６６１は、ソ
ース電極及びドレイン電極１１６と同一層から形成することができる。
【０６７９】
　導電層６６１上に突起物６０３を形成する。突起物６０３を覆うように導電層６０４を
形成する。導電層６０４は、反射電極として機能する。導電層６０４と、導電層６６１は
、突起物６０３の間で接続される。
【０６８０】
　導電層６０４を覆って設けられた絶縁層１０６に開口部を形成する。開口部を介して導
電層６０４と、第３電極１０５とは接続する。
【０６８１】
　その他の構成は図７０と同様であるため説明を省略する。
【０６８２】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６８３】
　なお、実施の形態１から実施の形態７３で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６８４】
　（実施の形態７５）
　本実施の形態では、上記実施の形態７４と、導電層６６１を形成しない点が異なる構成
について説明する。
【０６８５】
図７２に示すように、反射領域において、ゲート絶縁層４１２上に突起物６０３を形成す
る。突起物６０３を覆うように、導電層６０４を形成する。導電層６０４を覆って設けら
れた絶縁層１０６に開口部を形成する。開口部を介して導電層６０４と、第３電極１０５
とは接続する。
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【０６８６】
　その他の構成は図７１と同様であるため説明を省略する。
【０６８７】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６８８】
　なお、実施の形態１から実施の形態７４で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６８９】
　（実施の形態７６）
　本実施の形態では、上記実施の形態７３と、透過領域及び反射領域を有し、反射領域に
のみ反射電極を形成する点が異なる構成について説明する。
【０６９０】
　図７３に示すように、反射領域において、ゲート絶縁層４１２上に、選択的に反射電極
６５２を形成する。そして、反射領域、及び透過領域に渡って、透光性電極６５４を形成
する。
【０６９１】
　このような構成により、ゲート電極１１３と同時に形成する導電層６０１をコモン配線
として用いることが出来る。
【０６９２】
　その他の構成は図７０と同様であるため説明を省略する。
【０６９３】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０６９４】
　なお、実施の形態１から実施の形態７５で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０６９５】
　（実施の形態７７）
　本実施の形態では、上記実施の形態７６と、反射領域にのみ反射電極を形成し、透光性
電極を形成しない点が異なる構成について説明する。
【０６９６】
　図７４に示すように、反射領域において、ゲート絶縁層４１２上に、選択的に反射電極
６５２を形成する。透過領域には、透光性電極６５４は形成しない。
【０６９７】
　このような構成により、ゲート電極１１３と同時に形成する導電層６０１をコモン配線
として用いることが出来る。
【０６９８】
　その他の構成は図７３と同様であるため説明を省略する。
【０６９９】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０７００】
　なお、実施の形態１から実施の形態７６で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０７０１】
　（実施の形態７８）
　本実施の形態では、上記実施の形態７７と、反射領域にのみ反射電極を形成し、反射電
極上に突起物を形成する点が異なる構成について説明する。
【０７０２】
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　図７５に示すように、反射領域において、ゲート絶縁層４１２上に、選択的に反射電極
６５２を形成する。反射電極６５２上に、突起物６０３を形成する。突起物６０３を覆う
ように、導電層６０４を形成する。導電層６０４は、第３電極１０５と接続される。
【０７０３】
このような構成により、ゲート電極１１３と同時に形成する導電層６０１をコモン配線と
して用いることが出来る。
【０７０４】
　その他の構成は図７４と同様であるため説明を省略する。
【０７０５】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０７０６】
　なお、実施の形態１から実施の形態７７で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０７０７】
　（実施の形態７９）
　本実施の形態では、上記実施の形態７８と、反射電極６５２を形成しない点が異なる構
成について説明する。
【０７０８】
　図７６に示すように、反射領域において、ゲート絶縁層４１２上に、突起物６０３を形
成する。突起物６０３を覆うように、導電層６０４を形成する。導電層６０４は、反射電
極として機能する。
【０７０９】
　このような構成により、ゲート電極１１３と同時に形成する導電層６０１をコモン配線
として用いることが出来る。
【０７１０】
　その他の構成は図７５と同様であるため説明を省略する。
【０７１１】
　本実施の形態であっても、２組の電極による電界によって、液晶材料の傾きを上手く制
御することができる。
【０７１２】
　なお、実施の形態１から実施の形態７８で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０７１３】
　（実施の形態８０）
　図１３、図１４の上面図では、ソース線からの電位を伝えられる液晶素子の電極（第１
電極１０３）と、コモン配線からの電位を伝えられる液晶素子の電極（第３電極１０５）
との少なくとも一方が櫛歯形である態様が表されているが、第１電極及び第３電極の形状
は、図１３，図１４で表されるものに限定されるわけではなく、例えばジグザグ形であっ
てもよいし、波のようにくねくねと曲がっていても良い。本形態では、図１３，図１４に
示した態様とは異なる電極形状を有する液晶表示装置の態様について図１０６、１０７を
用いて説明する。
【０７１４】
　図１０６には、ソース線からの電位を伝えられる液晶素子の電極２０４と、コモン配線
からの電位を伝えられる液晶素子の電極２０３とがいずれもジグザグ形である液晶表示装
置の態様について表されている。なお、図１０６の液晶表示装置の液晶素子の電極形状は
、図１３，図１４の液晶表示装置と異なるが、その他の構成については同様である。
【０７１５】
　また、図１０７（Ａ）のように第１電極１０３と第３電極をそれぞれ櫛歯形にさせたり
、図１０７（Ｂ）のように、第１電極と第３電極のどちらか一方を櫛歯型にし、隣り合う



(63) JP 5194071 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

櫛歯の一端がつながっていたり、図１０７（Ｃ）のように第１電極と第３電極のどちらか
一方を櫛歯型にし、隣り合う櫛歯の一端がつながっており、他端が次の櫛歯の一端とつな
がっている形状にさせたり、図１０７（Ｃ）の形状の最初の櫛歯の一端と最後の櫛歯の一
端をつなげた図１０７（Ｄ）の形状にすることも可能である。
【０７１６】
　このような配置にすることにより、液晶分子の回転する方向などを、１画素内で異なる
領域が存在できるようになる。つまり、マルチドメイン構造にすることが出来る。マルチ
ドメイン構造にすることにより、ある特定の角度から見たときに、表示を正しく行えない
ということを低減することが出来る。
【０７１７】
　なお、実施の形態１から実施の形態７９で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０７１８】
　（実施の形態８１）
　本発明の液晶表示装置に含まれる画素の構成について図１３，１４の上面図を用いて説
明したが、画素部に設けられた配線の引き回し方については、図１０８で表される回路を
含む構成であり、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することない範囲では、異なる態様
も許容される。本発明の液晶表示装置の画素回路について図１０８を用いて説明する。
【０７１９】
　図１０８において、ゲート線７００１は、ソース線７００２と交差している。また、コ
モン配線７００３ａ及びコモン配線７００３ｂは縦横に引き回されている。ゲート線７０
０１は、トランジスタ７００４のゲート電極に接続している。また、ソース線７００２は
、トランジスタ７００４のソース電極又はドレイン電極に接続している。なお、液晶表示
装置を交流駆動させる場合は、トランジスタ７００４のソース電極及びドレイン電極は、
ソース線７００２から伝えられる電位によって入れ替わる為、本形態では、ソース電極又
はドレイン電極という表記をしている。液晶素子ＣＬＣは、トランジスタ７００４のソー
ス電極又はドレイン電極とコモン配線７００３ａとの間に設けられている。トランジスタ
７００４がオン状態のときソース線７００２からの電位は液晶素子ＣＬＣへ伝えられ、ト
ランジスタ７００４がオフ状態のときソース線７００２からの電位は液晶素子ＣＬＣへは
伝えられない。このようにトランジスタ７００４がオフ状態でありソース線７００２から
の電位が液晶素子ＣＬＣへ伝えられないときにも液晶層を光が通るような状態にしたい場
合は、液晶素子ＣＬＣと並列に容量素子Ｃｓを設けておくことが好ましい。容量素子に電
圧を保持させることによって、トランジスタ７００４がオフ状態でも液晶層を光が通るよ
うな状態にすることができる。
【０７２０】
　本実施の形態で示す表示装置の上面図を図１０９（Ａ）に示し、図１０９（Ａ）におい
て線Ｋ－Ｌに対応する断面図を図１０９（Ｂ）に示す。図１０９（Ａ）（Ｂ）における表
示装置は、外部端子接続領域８５２、封止領域８５３、信号線駆動回路を有する走査線駆
動回路８５４を有している。
【０７２１】
　本実施の形態における図１０９（Ａ）（Ｂ）に示す表示装置は、基板８５１、薄膜トラ
ンジスタ８２７、薄膜トランジスタ８２９、薄膜トランジスタ８２５、シール材８３４、
対向基板８３０、配向膜８３１、対向電極８３２、スペーサー８３３、偏光板８３５ａ、
偏光板８３５ｂ、第１の端子電極層８３８ａ、第２の端子電極層８３８ｂ、異方性導電層
８３６、ＦＰＣ８３７によって構成されている。表示装置は、外部端子接続領域８５２、
封止領域８５３、走査線駆動回路８５４、画素領域８５６、信号線駆動回路８５７を有し
ている。
【０７２２】
　基板８５１上に設けられた画素領域８５６と、走査線駆動回路８５４とを囲むようにし
てシール材８３４が設けられる。よって画素領域８５６と走査線駆動回路８５４の上に対
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向基板８３０が設けられる。よって画素領域８５６と走査線駆動回路８５４とは、基板８
５１とシール材８３４と対向基板８３０とによって、液晶材料と共に封止される。
【０７２３】
　基板８５１上に設けられた画素領域８５６と、走査線駆動回路８５４は、薄膜トランジ
スタを複数有し、図１０９（Ｂ）では、画素領域８５６に含まれる薄膜トランジスタ８２
５を例示している。
【０７２４】
　なお、実施の形態１から実施の形態８０で述べた内容は、本実施の形態にも適用させた
り、組み合わせたりすることが出来る。
【０７２５】
　（実施の形態８２）
　図１１０に表されているのは、実施の形態１から８１で説明したような本発明の液晶表
示装置を含むモジュールの態様について表す図である。基板９００上には画素部９３０及
びゲートドライバー９２０及びソースドライバー９４０が設けられている。ゲートドライ
バー９２０及びソースドライバー９４０には、フレキシブルプリントサーキット９６０を
介して集積回路９５０から信号が入力され、入力された信号に従って画素部９３０にて画
像が表示される。
【０７２６】
　（実施の形態８３）
　本発明の液晶表示装置を表示部に含む本発明の電子機器について図１１１を用いて説明
する。
【０７２７】
　図１１１（Ａ）はディスプレイであり、筐体２００１、支持台２００２、表示部２００
３、スピーカー部２００４、ビデオ入力端子２００５等を有し、表示部２００３に実施の
形態１から８２を用いて説明した本発明の液晶表示装置を含む。
【０７２８】
　図１１１（Ｂ）はカメラであり、本体２１０１、表示部２１０２、受像部２１０３、操
作キー２１０４、外部接続ポート２１０５、シャッター２１０６等を有し、表示部２１０
２に実施の形態１から８２を用いて説明した本発明の液晶表示装置を含む。
【０７２９】
　図１１１（Ｃ）はコンピュータであり、本体２２０１、筐体２２０２、表示部２２０３
、キーボード２２０４、外部接続ポート２２０５、ポインティングマウス２２０６等を有
し、表示部２２０３に実施の形態１から８２を用いて説明した本発明の液晶表示装置を含
む。
【０７３０】
　図１１１（Ｄ）はモバイルコンピュータであり、本体２３０１、表示部２３０２、スイ
ッチ２３０３、操作キー２３０４、赤外線ポート２３０５等を有し、表示部２３０２に実
施の形態１から８２を用いて説明した本発明の液晶表示装置を含む。
【０７３１】
　図１１１（Ｅ）は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはＤＶＤ再生装置
）であり、本体２４０１、筐体２４０２、表示部Ａ２４０３、表示部Ｂ２４０４、記録媒
体（ＤＶＤ等）読み込み部２４０５、操作キー２４０６、スピーカー部２４０７等を有し
、表示部Ａ２４０３に実施の形態１から８２を用いて説明した本発明の液晶表示装置を含
む。
【０７３２】
　図１１１（Ｆ）は電子書籍であり、本体２５０１、表示部２５０２、操作キー２５０３
を有し、表示部２５０２に実施の形態１から８２を用いて説明した本発明の液晶表示装置
を含む。
【０７３３】
　図１１１（Ｇ）はビデオカメラであり、本体２６０１、表示部２６０２、筐体２６０３



(65) JP 5194071 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

、外部接続ポート２６０４、リモコン受信部２６０５、受像部２６０６、バッテリー２６
０７、音声入力部２６０８、操作キー２６０９等を有し、表示部２６０２に実施の形態１
から８４を用いて説明した本発明の液晶表示装置を含む。
【０７３４】
　図１１１（Ｈ）は携帯電話機であり、本体２７０１、筐体２７０２、表示部２７０３、
音声入力部２７０４、音声出力部２７０５、操作キー２７０６、外部接続ポート２７０７
、アンテナ２７０８等を有し、表示部２７０３に実施の形態１から８２を用いて説明した
本発明の液晶表示装置を含む。
【０７３５】
　以上のように本発明の液晶表示装置を表示部に組み込むことで本発明の電子機器が完成
する。このような本発明の電子機器は、屋内でも屋外でも良好な画像を提供することがで
きる。特にカメラや撮像装置等、屋外でも屋内でも使用頻度が高い電子機器においては、
屋内及び屋外の両方において広視野角であり、画面を見る角度に依存した色味の変化が少
ないという有利な効果を存分に発揮することができる。
【符号の説明】
【０７３６】
１００　　絶縁基板
１０１　　下地層
１０２　　薄膜トランジスタ
１０３　　第１電極
１０４　　第２電極
１０５　　第３電極
１０６　　絶縁層
１０７　　絶縁層
１１１　　半導体層
１１２　　ゲート絶縁層
１１３　　ゲート電極
１１４　　不純物領域
１１６　　ソース電極及びドレイン電極
１１７　　電極
１２１　　配線
１２２　　共通電極
１３１　　配線
１３２　　共通電極
１５０　　カラーフィルター
１５１　　ブラックマトリクス
１５２　　絶縁層
１５３　　パッシベーション層
１５４　　パッシベーション層
１５５　　対向基板
１６０　　薄膜トランジスタ
２０３　　電極
２０４　　電極
４０１　　共通電極
４０２　　導電層
４０３　　絶縁層
４１１　　非晶質半導体層
４１２　　ゲート絶縁層
４１３　　走査線
４１６　　信号線
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５０１　　共通電極
５０２　　導電層
６０１　　導電層
６０２　　導電層
６０３　　突起物
６０４　　導電層
６５０　　位相差板
６５２　　反射電極
６５３　　液晶材料
６５４　　透光性電極
６５７　　膜
６５８　　光散乱用粒子
６５９　　導電層
６６０　　導電層
６６１　　導電層
８０１　　液晶層
８０２　　液晶分子
８０３　　電極
８０４　　電極
８２５　　薄膜トランジスタ
８２７　　薄膜トランジスタ
８２９　　薄膜トランジスタ
８３０　　対向基板
８３１　　配向膜
８３２　　対向電極
８３３　　スペーサー
８３４　　シール材
８３５ａ　　偏光板
８３５ｂ　　偏光板
８３６　　異方性導電層
８３７　　ＦＰＣ
８３８ａ　　第１の端子電極層
８３８ｂ　　第２の端子電極層
８５１　　基板
８５２　　外部端子接続領域
８５３　　封止領域
８５４　　走査線駆動回路
８５６　　画素領域
８５７　　信号線駆動回路
９００　　基板
９２０　　ゲートドライバー
９３０　　画素部
９４０　　ソースドライバー
９５０　　集積回路
９６０　　フレキシブルプリントサーキット
１００１　　反射部
１００２　　透過部
２００１　　筐体
２００２　　支持台
２００３　　表示部
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２００４　　スピーカー部
２００５　　ビデオ入力端子
２１０１　　本体
２１０２　　表示部
２１０３　　受像部
２１０４　　操作キー
２１０５　　外部接続ポート
２１０６　　シャッター
２２０１　　本体
２２０２　　筐体
２２０３　　表示部
２２０４　　キーボード
２２０５　　外部接続ポート
２２０６　　ポインティングマウス
２３０１　　本体
２３０２　　表示部
２３０３　　スイッチ
２３０４　　操作キー
２３０５　　赤外線ポート
２４０１　　本体
２４０２　　筐体
２４０３　　表示部Ａ
２４０４　　表示部Ｂ
２４０５　　部
２４０６　　操作キー
２４０７　　スピーカー部
２５０１　　本体
２５０２　　表示部
２５０３　　操作キー
２６０１　　本体
２６０２　　表示部
２６０３　　筐体
２６０４　　外部接続ポート
２６０５　　リモコン受信部
２６０６　　受像部
２６０７　　バッテリー
２６０８　　音声入力部
２６０９　　操作キー
２７０１　　本体
２７０２　　筐体
２７０３　　表示部
２７０４　　音声入力部
２７０５　　音声出力部
２７０６　　操作キー
２７０７　　外部接続ポート
２７０８　　アンテナ
７００１　　ゲート線
７００２　　ソース線
７００４　　トランジスタ
９００２　　領域
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９００３　　領域
９００４　　電極
９００５　　絶縁層
９１０３　　電極
９１０４　　電極
９１０５　　電極
９２０１　　絶縁層
９２０２　　対向基板
９２０３　　散乱体
９２０４　　絶縁層
９３０３　　液晶層
９３０４　　絶縁層
９３０５　　電極
９３０６　　絶縁層
９３０７　　散乱体
９３０８　　絶縁層
９８０１　　液晶層
９８０２　　液晶分子
９８０３　　電極
９８０４　　電極
９８０５　　電極
７００１　　ゲート線
７００２　　ソース線
７００３ａ　　コモン配線
７００３ｂ　　コモン配線
７００４　　トランジスタ
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